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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年９月８日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　午後　３時１７分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 安 藤 　 薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　箸尾谷知也

教育総務部長　山本和憲　　総務課長　溝口哲也　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘同部参事兼こども教育課長　小林寿弘　　

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　川本勝也 同局書記　長澤佳子

１．審査案件(審査順）

議案第４７号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分

　議案第６０号　摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正

　　　　　　　　する条例制定の件所管分

　議案第５６号　摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

　　　　　　　　る基準を定める条例制定の件

　議案第５７号　摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

　　　　　　　　例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○嶋野浩一朗委員長　おはようございま

す。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

いたします。

　まず理事者から挨拶を受けます。

　森山市長、お願いいたします。

○森山市長　おはようございます。

　お忙しいところ、文教常任委員会をお

持ちいただきまして大変ありがとうござ

います。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました案件についてご審査を賜り

ますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決賜

りますよう、よろしくお願いいたします。

　一旦中座いたしますが、どうぞよろし

くお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　挨拶が終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、安藤委

員を指名いたします。

　審査の順番につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　まず、議案第４７号所管分の審査を行

います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し質疑に入ります。

　質問のある方、挙手にてお願いいたし

ます。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、順序に従って、議案第４７

号の質問をさせていただきたいと思いま

す。

　一般会計補正予算の中に計上されてお

ります学校給食調理業務等委託事業、そ

れから学校給食予約システム運用等委託

事業の３年間の債務負担行為についてで

あります。

　中学校給食もいよいよ先般の文教常任

委員協議会でも考え方が明らかにされて、

来年の６月スタートということで具体的

な実務的な作業が行われていくかと思い

ます。

　中学校給食をめぐっては、小学校と同

じように自校で調理した安全・安心の温

かくておいしい給食を中学校の生徒全て

に提供できるように、多くの保護者、市

民の方も求めてまいりましたが、この間

の議論の中で、また財政的な理由等を挙

げられてデリバリー方式の選択制という

形で導入の検討が進められてきたという

経過があります。

　改めて、きょうはそのことについても、

それからデリバリー方式選択制の給食で

あったとしても、学校給食として位置づ

けられている教育の一環ということでの

事業でありますので、いろいろな問題点

も明らかになってきております。その問

題点をどのように克服していくかという

点でも意見を申し上げながら、質問をさ

せていただきたいと思います。

　今回の委託事業については、１つは学

校給食調理業務等委託事業として、平成

２７年度から２９年度、３年間で６，８

００万円の債務負担行為です。初年度は

６月スタートということで、初年度は２，

０００万円、２年目、３年目は２，４０

０万円ということであります。

　あわせて、学校給食予約システム運用

等委託事業についても、平成２７年度か

ら２９年度、３年間で５，４００万円の
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債務負担行為が組まれております。

　一月当たりに直しますと、学校給食調

理業務等委託事業と学校給食予約システ

ム運用等委託事業を合わせますと、年間

で４，２００万円、一月で言いますと３

５０万円のランニングコストというふう

に考えてもいいのではないかと思います。

　中学校給食、これは給食の調理が学校

の中で行われるわけではなくて、委託し

た外部の業者の工場で調理をされるとい

うことであります。そして、そこでつく

られた給食が配送されて、子どもたちの

手元に届くということになりますので、

まずは何をおいても安全性が確保されな

ければいけないと思います。

　考え方の中にも示されていますように、

衛生管理については厚生労働省の大量調

理施設衛生管理マニュアルや文部科学省

の学校給食衛生管理の基準、これを遵守

するということも示されておりますし、

それを守っていただくというのは当然の

ことであると思いますけれども、摂津市

が初めて学校給食として取り組む中身で、

しかも外部で調理をされるという点から

考えれば、摂津市教育委員会として独自

の衛生管理基準を設ける必要があると思

います。

　小学校の給食にも衛生管理マニュアル

があると思いますが、新たにこの中学校

給食実施に当たって、衛生管理マニュア

ルが設定されているのかどうか、それに

基づいた人員の保証等がされるのかどう

か、お聞きしたいと思います。

　２つ目に、選択制という形式をとって

おります。本来であれば、学校給食は、

先ほども申し上げましたように、教育の

一環ということですので、全ての生徒に

提供されるべき、食育の一環として行わ

れるものでありますから、いろんな理由

があるにせよ、全ての子どもたちに提供

されていくということが重要だと思いま

すが、今回は家庭弁当を選択することが

できるということで、学校給食を注文し

て給食を食べる生徒、家庭からお弁当を

持ってこられる生徒、あわせてコンビニ

等で買われるような生徒、または教育委

員会も私たちも大きな問題で何とかした

いと思って共通認識になっていますが、

弁当を持ってこれてない生徒さんたちが

混在していくかと思います。

　こうした利用される方、利用されない

方というのが混在していく中で、税を使っ

て給食事業を行っていくという点では、

本来起き得ない議論、公平性の議論とい

うのがやむにやまれずといいますか、出

てくるわけであります。

　喫食率の目標が３０％になっているわ

けですけども、その３０％の喫食率の場

合、それから喫食率が近隣各市のように

数％と一桁台の低い喫食率の場合、また

は５０％近くまで喫食率が上がった場合

というときに、市の負担、保護者の負担

の割合が変動するかと思います。公平性

という観点から、どのようにお考えなの

か、お聞かせをいただきたいというふう

に思います。

　それから、今回債務負担行為が計上さ

れて、今後業者選定に入って、１２月の

議会には恐らく業者との契約締結の議案

が上がってくるスケジュールになるかと

思いますが、やはり業者選定のあり方に

ついても大事だと思っています。安全性

の確保はもちろんのこと、業者選定の公

平性・透明性、それからいろいろな問題

を抱えつつスタートする中学校給食です

から、中学校給食の運用面であったり、

契約の中身についても改善をすることに

よって、契約の中身も変更してくる可能

性も十分あるのではないかと思うわけで

すけれども、この点の選定基準や選定方
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法、選定メンバー、また決まった後の検

証の仕方や評価の基準、そして改善を求

めていく中で、契約の変更等の余地も残

されるのかどうかということについてお

聞かせいただきたいと思います。

　４つ目にお聞きしたいのは、費用のこ

とであります。

　当初、中学校給食を進めていく中で、

自校方式全員喫食、それから親子方式、

デリバリー方式全員喫食、デリバリー方

式選択制と、４つほどの方法をコスト計

算をして比較をされ、デリバリー方式選

択制の一番のメリットはコストが低く抑

えられるということでありました。そう

いう点から考えて、今回、初期コストは

もちろんのことですが、ランニングコス

トにおいて年間で約４，２００万円、予

約システム込みでかかってくるというこ

とになります。

　デリバリー方式全員喫食でいくと、当

初は４，４００万円ほどの負担で済むと

いうことで説明がされておりましたが、

今回、デリバリー選択制でも当初の２，

２００万円ほどと説明されていたものが、

予約システムが入ったとはいえ、約倍の

コストがかかってくると。そうなります

と、デリバリー選択制の一番のメリット

であるコストの面での優位性というのも、

これは怪しくなるのではないかと思いま

すけれども、その点について一定お考え

をお聞かせいただきたいと思います。

　次に、具体的に予約の方法について現

状でどのように考えておられるのか、お

聞きしたいと思います。

　考え方では、パソコンやスマートフォ

ン・携帯電話、またマークシートの予約

方法で検討していくということでありま

したし、予約の方法として１日単位の予

約で、期限は１０日から１週間前までの

期限とするということであります。

　保護者にとってみれば、できるだけぎ

りぎりまで判断をする時間が欲しいとい

う声も多くあると思いますが、一方でぎ

りぎりまでということになれば、調理業

務に支障を来すということで、この辺で

もデリバリー方式選択制給食の検討会議

の中でも議論されていたかと思います。

利便性を高めれば、安全性の問題が損な

われる可能性がある。安全性を重視すれ

ば、利便性が損なわれると。この辺どこ

かで折り合いをつけてスタートして検討

していくということでありまして、今回

は安全性をできるだけ重視するというこ

とでありますが、この点の考え方をもう

一度お聞きさせていただきたいのと、そ

れから、お隣の茨木市であれば、携帯電

話・スマートフォン等でいきますと、当

日の朝までキャンセルとか追加ができる

というふうにお聞きしております。一方

で、１０日前までまとめて１０日単位で

発注をしなければいけないというような

自治体もありますが、摂津市ではそういっ

た考え方はどう考えているのか。また、

スマートフォンやマークシートではおの

ずと運用方法が変わってくるかと思いま

すが、その点のお考えをお聞かせいただ

きたい。

　支払いについては、コンビニというこ

とであります。コンビニ決済で、手数料

は保護者負担ということでありますが、

その支払いの単位についてはどうお考え

になっておられるのか、また払い込みの

期限や、また過不足があった場合、そし

て精算はどのように行われるのか、お聞

きしたいと思います。

　同時に、１食当たり約３００円ほどと

ご説明をいただいておりますが、前払い

でお金を払い込むことが大前提となって

いることから、小学校では約３割ほどの

児童生徒・家庭が就学援助金を受けてい
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る。給食費実質負担なく給食をの提供を

受けることができますが、大幅に負担を

強いられることになってきます。

　前払いということにもなっております

ので、おのずと本来給食を頼みたくても

頼みにくいというような状況が生まれな

いのかどうなのか、その辺の検討がなさ

れたのかどうか、お聞かせいただきたい

と思います。

　以上、大きく５点、お答えいただきた

いと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　溝口課長。

○溝口総務課長　中学校給食におけます

デリバリー方式選択制の導入について、

このたび基本的な考え方ということでま

とめさせていただいて、提示させていた

だいております。

　１点目にご質問いただきました市独自

の衛生管理マニュアルについてでござい

ますが、現在小学校給食におきましては

学校給食衛生管理基準より厳しい基準の

マニュアルをつくらせていただいており

ます。

　中学校給食におきましても、同様に大

量調理施設衛生管理マニュアル、学校給

食衛生管理基準を踏まえた形で、また市

独自の形でより厳しい衛生管理基準を導

入していく予定で現在、作成していると

ころでございます。

　２点目のデリバリー方式選択制につい

て、本来学校給食においては全ての児童

生徒に提供されるべきということが給食

のあり方の考え方ではないかというよう

なご質問であったと思います。デリバリー

方式選択制につきましては、これまでの

摂津市デリバリー方式選択制中学校給食

検討委員会におきましてもさまざまなご

意見をいただいておりました。メリット、

デメリットそれぞれも検討させていただ

きまして家庭弁当との併用ということで、

これまで中学校におきましては８割から

９割の子どもが家庭からの弁当を持って

こられておるという摂津市の現状も踏ま

えまして、また家庭弁当の効用というこ

とを重視してデリバリー方式選択制を導

入させていただいたわけでございますけ

れども、さまざまな事情によって持って

これていない生徒が２割ほどいらっしゃ

るというふうなことも以前に校長先生を

通じて確認させていただいておるところ

でございます。

　そのような形で選択制を導入すること

についての公平性の議論ということにつ

いてでございますけれども、いろんな考

え方があったと思います。そのような中

で喫食率３０％を目標ということで、や

はり弁当をいろんな事情で持ってこれな

い方に栄養バランスのとれた給食を提供

していくということが我々としても大切

であると考えておりますので、市の負担

ということについてもご質問いただいて

おりますけれども、公平性の観点ではデ

リバリー方式選択制についても問題ない

というふうに考えております。

　続きまして、業者選定のあり方につい

てでございますけれども、こちらにつき

ましても現在、最終的な仕様書また業者

選定の基準等、最終の詰めをさせていた

だいておるところでございます。公平性・

透明性という部分でも問題がないように

基準等も定めまして業者選定については

実施してまいりたいというふうに考えて

おります。

　また、選定基準や選定委員会のメンバー

につきましても、現在最終の中身につい

て教育委員会事務局で詰めておるところ

でございます。

　また、そちらのほう確定いたしました
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ら、今回の議会で債務負担行為の予算を

議決いただいた後に、公募においてデリ

バリー方式選択制の業者を募集してまい

りたいと考えておりますので、その時点

で公表できるものと考えております。

　４点目の費用についての質問でござい

ますが、安藤委員からおっしゃられたよ

うに自校方式であったり親子方式、デリ

バリー方式選択制またデリバリー全員喫

食について、これまでメリットデメリッ

ト、さまざまな議論をさせていただいて

おります。

　ランニングコストでシステムの費用も

含めまして年間４，２００万円というこ

とで、以前議会にも提示させていただき

ました。また、保護者説明会等でも費用

がこれぐらいかかる予定ですというよう

な資料を提供させていただいた中で、当

初システム費用は除いた形で調理業務委

託料としては２，２００万円ほど提示さ

せていただいております。

　ご質問いただきましたデリバリー方式

の全員喫食の場合で４，４００万円とい

うような、当時の算定のほうさせていた

だいておりました。それで比べますと、

デリバリー方式選択制でも全員喫食でも

余り差がないのではないかというような

ご質問だと思うんですけれども、全員喫

食ということになりますと、就学援助の

適用ということも当初議論をさせていた

だいておったと思います。そのような就

学援助費も加えた額で申しますと、今詳

細の数字は持ち合わせていないんですけ

ども、７，０００万円ぐらいかかるとい

うような見込みを出していたと思います。

　デリバリー方式選択制につきましては、

現在、就学援助の適用というものは考え

ておりませんので、そのような比較でお

きましてもデリバリー方式選択制のコス

トの優位性というものを現在考えている

次第でございます。

　５番目の予約方法についての質問でご

ざいますけれども、現在、基本的な考え

方にもお示しさせていただいております

ように、パソコン、スマートフォン、携

帯電話、マークシートにおいて利用して

いただくという形で進めさせていただい

ております。

　茨木市の例を出していただいておりま

したけれども、茨木市では当日の朝まで

キャンセルが可能であるということで、

その辺で比較しますと、本市の場合は物

資選定基準とのかかわりも含めまして１

週間から１０日というふうな形で基本的

な考え方で示させていただいております。

安全性と利便性のバランスということで

いろいろ摂津市デリバリー方式選択制中

学校給食検討委員会の中でも議論をして

いただいておりますけれども、やはり安

全性を重視するということで業者ともい

ろいろヒアリングさせていただいた中で、

本市の基準でいいますと１週間から１０

日は必要であるということで、現在シス

テムのほう進めさせていただいておりま

す。

　支払単位について考えておりますのは、

１か月単位また３か月単位という形で１

食３００円で考えておりますので、例え

ば１か月でありましたら２０日分という

ことであれば６，０００円、３か月とい

うことであれば１万８，０００円という

ような形で、前もってコンビニで支払い

をしていただくというような形での運用

を現在考えております。

　支払期限また精算についてということ

ですけれども、支払期限につきましては、

今申しましたように１週間から１０日前

までに支払いをしていただくということ

で考えております。

　あと、精算につきましても、最終卒業
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とか転出された際にそのようなことが発

生するかと思いますけれども、その際に

精算をさせていただくという形で現在考

えておりますので、よろしくお願いいた

します。

○嶋野浩一朗委員長　２回目質問されま

すか。何点か、例えば公平性のところで

少し足りない答弁があったのかなと思っ

たんですけれど。

　安藤委員。

○安藤薫委員　２回目の質問をさせてい

ただきます。

　安全性の問題について、もちろん市独

自としてこうあるべきだと、業者にも守っ

てもらわなければならないという点でマ

ニュアルを今作成中だということであり

ますので、ぜひ実効性のあるものを作成

して、お示しをしていただきたいなとい

うふうに思うわけですけども、衛生管理

マニュアルにおいても、その内容は市町

村によってやっぱり若干差があるのでは

ないかなというふうに思うわけです。ど

んなふうにも読めるような、または調理

作業の中で判断が、文章で何もかも書く

ことはできませんので、書いてないもの

についてどう対応するのかということに

ついて、いろいろな差が出てくる可能性

があるのではないかと思うんです。

　小学校の民間委託の場合においては、

学校の中の調理室で行われていますから、

もちろん直接的に調理の方法について指

導することは偽装請負の問題もあってで

きませんが、チェックしていくことはで

きないことはないと思いますし、何か問

題があればすぐに学校が対応できるとい

うことでありますけれども、今回は学校

施設から遠く離れた場所でつくられる。

しかも、そこには市の担当者は恐らくい

ないと思うわけです。そうしますと、や

はり調理業者としてみればできるだけ民

間企業ですので、これは当然のことでコ

ストをできるだけ抑えて利益を確保して

いくという一番の目的があるわけですの

で、できるだけ手間暇は省きたい。もち

ろん決められた基準の範囲の中でありま

すけれども、しかしそうした中で、それ

がグレーゾーンの場合どのような対応を

とられるのか、市の栄養士や担当者がい

ればこうしてほしいということは必ず指

導することは可能になると思いますが、

そういう点についてはやはり細かく規定

をしていく必要があるのではないかと思

うんです。

　近隣各市の衛生管理マニュアルについ

て検討されているかと思いますけれども、

現状で一般的に言われている学校給食の

マニュアル、大量調理マニュアルにさら

に厳しいものにするということでありま

すが、具体的にはどういったことを気を

つけてマニュアル化していくのかお聞か

せをいただきたいと思います。

　それから、やはりチェックと指導の体

制というのも欠かせないと思うんです。

言葉は悪いですけれども、見えない場所

でつくられているものであります。そう

した見えないところでつくられている、

市の担当者の目が届かない、手が届かな

いところでつくられたものが調理されて、

配送・配膳されて、子どもたちの食卓に

上るということでありますから、しかし

それでも学校給食ですので、責任は市に

あるわけです。そういう点でいうと、やっ

ぱりチェック体制というのは非常に重要

になってくると思うんです。本当に施設

や、それから設備は整っているのか、調

理方法、それから調理師の衛生健康状態、

または食器等の洗浄であったり、食材の

管理であったりということが求めている

ことどおり行われているのかどうかとい

うのを日々チェックする体制が必要だと
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思いますけれども、チェック体制はどう

お考えなのか、また栄養教諭がことしか

らお一人ふえて、主に中学校給食の献立

や衛生管理についての担当をするという

ふうに聞いておりますけれども、たった

お一人でそれができるのか、相手の調理

業者の担当者に対して指導的な立場を貫

くことができる、それだけの知識とノウ

ハウ、経験を持っておられる方がそういっ

た役割に立てるのかどうか、その点につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

　それから、先般も大きな課題の一つと

なっている学校現場での安全対応につい

てです。学校現場には、給食の専門の方

というのは現状では配置されておりませ

ん。小学校でも１０校ある小学校のうち、

栄養教諭が配置されているのは５校だけ

で、半分の５校には栄養教諭が配置され

ないという点でいえば、栄養教諭の全校

配置ということは今後とも求めていきた

いと思いますが、中学校給食においては

初めての中学校給食導入にもかかわらず、

学校現場に中学校給食の専門的な立場、

責任のある方が配置されないのであれば、

非常にこれは問題ではないかと思うんで

す。その点はどのようにお考えなのか。

　先般の文教常任委員協議会では、学校

現場に対してマニュアルをつくって事前

に勉強してもらう、体制をつくってもら

うということでありますけれども、それ

に加えてきちんと何かあったときに対応

ができる、または判断ができる、校長先

生と相談をして教育委員会とパイプ役に

なって、または調理業者とパイプ役になっ

て事を進めていくことができるという人

員の配置というのが必ず必要だと思いま

すけれども、その点の考え方をお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから公平性の問題です。やはり中

学校給食ですので、選択してお弁当の方

も、それから注文して給食を食べる方に

ついても食べる人だけで払えばいいでは

ないかというような議論は成り立たない。

当然学校給食として運営していくわけで

すから、税を使って、より充実したもの

にしていくということは大事なことだと

私も思います。

　しかし、一方で選択制というものが出

てくると、税金の負担の公平性というよ

うな議論というのは必ず出てくる。そう

いった議論の中で、喫食率が低ければど

んどん経費が削減されていくというよう

な可能性も出てくるわけですので、きち

んとこの辺のことについては教育委員会

の中でも、また市役所の中でも整理をし

ていただく必要があると思うんです。

　例えば、喫食率が１０％の場合、もち

ろん食材費は保護者負担になります。し

かし、配膳・配送・調理といった業務に

ついては市の負担となる。ひいては、そ

れは税金で行うということであります。

そうしますと、喫食率１０％で市の負担

割合が６２％になるんです、以前いただ

いた資料を見ますと。目標である３０％

の喫食率で市の負担が４０％になります。

５０％になりますと市の負担は２５％に

なります。市の負担の割合が喫食率によっ

て大きく差が出てくるということであり

ます。

　しかし、こういった考え方でも喫食率

を上げて公平性を担保していく必要はあ

るかと思いますが、こういった差が出て

くることになるわけです。しかし、それ

でもやはり喫食率を上げつつ安全な給食

をつくる体制は守らなければならないと

思うんですけれども、その点についても

う一度お聞かせをいただきたいなという

ふうに思います。

　それと、同じく公平性という観点から

考えたときに、就学援助金の導入につい
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ては選択制、頼む人と頼まない人がいる

ということで就学援助金の導入は公平性

の観点から当面検討項目にも入っており

ませんが、答弁では今後の検討課題だと

いうふうにご答弁をいただいてきていま

す。

　ここでもやはり公平性の議論と意見の

考え方の整理というのが非常に重要になっ

てくると思うわけです。現状でお弁当を

持ってこれていない方々は、なぜ持って

これていないか、その方々にきちんとし

た給食を提供していきたいというのが喫

食率目標３０％であり、中学校給食を始

めた大きな摂津市の大きな目的の一つで

ありますから、そこにきちんと目を向け

ていかなければならないと思います。

　そういう点から考えますと、持ってこ

れてない方の中の多くに、経済的な問題

を抱えているご家庭もあるのではないか

と容易に想像することができるわけです。

そうしますと、学校教育の一環となって

いる給食を選択したにもかかわらず、そ

ういった経済的な援助が受けられないと

いうままで果たしていいのかどうか、そ

の点はきちんと考えて、早急に整理をし

て導入について考えていく必要があると

思うんです。

　以前、文教常任委員会で東京都東久留

米市にデリバリー選択制の中学校給食を

実施している自治体へ視察に行ってまい

りました。その時にも就学援助金はどう

されてるんですかと質問しましたら、就

学援助金は対象になっていますというこ

とで、利用されてる方がいらっしゃると

いうことでありますから、選択制でも就

学援助金の制度を活用することができる、

法的な縛りはないということははっきり

してるんだと思うんです。

　その点、摂津市教育委員会として、ど

れだけの生徒に安全で安心な給食を、栄

養バランスのとれたものを食べてもらえ

るか、提供できるかという点を考えたら、

これは避けては通れない議論だと思いま

すので、その点についての考え方をお聞

かせください。

　それから、生活保護受給世帯の生徒が

選択制の給食を注文したときの負担はど

のようになるのでしょうか。これは大阪

府富田林市だったでしょうか。そちらは

選択制の給食を実施されているところだ

と思います。厚生労働省に問い合わせを

して生活保護の扶助費の中で給食、選択

制であっても給食費は扶助されるものだ

と、扶助しても構わないというような回

答があったというふうな話を聞いており

ますが、その点の整理についてはどうな

のか改めてお聞かせをいただきたいと思

います。

　業者選定についてです。これは指定管

理者の選定のときも、また重要な摂津市

の施策を民間委託していく際でも一番重

要な問題だと思います。選定基準をでき

るだけ早く明らかにしていただいて、公

平性・透明性を担保していただきたいと

思いますけれども、選定基準の中で何を

一番重視していくのかということについ

てお聞かせをいただきたいと思います。

　それから、契約は３年の債務負担行為

になりますと３年契約になると思うんで

すけれども、その間にも来年には消費税

の増税なども予定されていたり、または

中学校給食がスタートした後にアンケー

トを行って、アレルギー対応とか、給食

の食事の量、主食の量の調整の問題とか、

まだ検討する余地がたくさんあるとご答

弁をいただいておりますけれども、そう

いった検討をした上で新たなサービスを

求めていくということも当然あるわけで

すが、その点についての契約のあり方に

ついて余地を残していくのか、債務負担
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行為の範囲の中で処理をしていくのか、

先に財布で絞られてしまえばどんな改善

要求が出て必要だと思っても、これは３

年間できませんということであれば、何

のためのアンケートかということにもな

るので、その点についてどうお考えなの

かもう一度お聞かせいただきたいと思い

ます。

　当初考えていたイニシャルコストと比

べても、それほど大きな差がない。しか

し、全員給食であれば就学援助金がとい

うことであります。これは、就学援助金

は選択制でも可能ではないかと。私は思っ

ているわけで、その点になりますと土俵

が変わってきてしまうわけですが、やは

り、当初のイニシャルコストは全員給食

であれば就学援助金が入ってくるのははっ

きりしていますけれども、選択制をとる

ことによって予約システムの導入、運用

管理で多額のお金もかかってくるという

ことになってきますから、当初の計画の

中に運用システムのイニシャルコストが

含まれずに検討されていたというのは、

検討の資料としては非常に残念だったと

いうことは申し上げておきたいと思いま

す。

　予約方法と支払いについてですが、マー

クシートではそんなに機敏に対応できな

いのかなと思います。ＰＣや携帯であれ

ば手元でできますので、機敏にできると

思います。その点の考え方、もう一度お

聞かせいただきたいんです。その辺の違

いをどのように説明していくのかお聞か

せをいただきたい。

　それから、スマートフォンだとちょっ

と触れるだけで作動してしまう、誤操作

があるわけですが、誤操作して、決定し

てしまったときのキャンセルや訂正、変

更というようなことについてどこでどの

ような対応がされるのか、受付の窓口と

いうのも明らかにされて体制がとられて

いるのか、何度携帯電話をかけても連絡

がつかないということはないのか、それ

から個人情報ということになりますから、

プライバシーの保護の状況はどうなのか

お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、支払いの単位ですけれども、

今、課長が１か月もしくは半年ぐらいの

単位で事前に払っておいてもらうという

ことについてですけれども、例えば１か

月単位でまとめて払い込んでいくという

ことだと、先ほどご説明いただいたよう

に一月６，０００円ほどになるわけです。

小学校の給食では約４，０００円ほど銀

行の引き落としになっているわけですけ

れども、かなりまとまったお金、これが

半年になれば何万という形になってきま

す。いろいろなご家庭の中で、月々の収

入の中で家計をやりくりしていらっしゃ

る中で、まとまったお金を毎月。もしく

は半年に１回というのは非常に負担感が

生じてくる可能性はあると思うんです。

払い込みの単位を１食ずつということに

なれば支払手数料との関係でいうと、非

常に非効率的にはなるかと思いますけれ

ども、もう少し単位を、例えば１０日単

位の３，０００円とか、もしくは５日と

か、もう少し単位の選択の幅は私は設け

る必要があると思いますが、その点の検

討の余地があるのかどうか聞かせていた

だきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　答弁をお願いいた

します。

　溝口課長。

○溝口総務課長　安全性についてという

ことで、現在マニュアルを作成中という

形でご答弁をさせていただいております。

学校から離れた場所の調理場で業者のほ

うでつくっていただくということで、当

然、市の職員はそちらのほうに毎日、直
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接見に行くことでもないんですけど、担

当職員または栄養士がおりますので、ま

た日々の中で直接調理場に点検また見に

行かせていただくといったようなことは

仕様書にも入れさせていただく予定でご

ざいます。

　やはり、デリバリー選択制給食を導入

するに当たっては安全性というものが最

も重要視されてくるものだと思いますの

で、そちらにつきましては日々という形

では難しいんですけれども、定期的に業

者のほうの指導、点検をさせていただき

たいというふうに考えております。

　２点目なんですけれども、先ほどと重

複する部分もありますけれども、日々の

チェック体制ということで、本市におき

ましてはことしの４月から栄養士を１人

増員という形で採用させていただいてお

ります。今現在、栄養士につきましては

再任用の職員を含めました３名で実施し

ているわけでございますけれども、平成

２７年６月から中学校給食導入に当たっ

て、今現在小学校を担当している栄養士

と共同した形で中学校給食の献立作成や

業者への指導、点検も含めまして、そう

いう形でしっかりとチェック体制を構築

していきたいと考えております。

　また、３点目でございますけれども、

現在小学校におきましては給食を実施し

ているということで栄養教諭が配置され

ているわけですけれども、中学校給食を

始めるに当たりまして、今後、前回の協

議会におきましてもご答弁させていただ

いておりますけれども、人事を担当して

おります学校教育課と一緒に大阪府に中

学校現場にも栄養教諭を配置していただ

くよう強く要望してまいりたいと考えて

おります。

　また、学校現場におきましても中学校

給食は初めてということで、教員の皆様

にも事前に説明をさせていただくという

ことで、マニュアル、Ｑ＆Ａ等を現在つ

くらせていただいているところでござい

ます。そのような形で事前に配布をさせ

ていただきまして、学校長にも校長会を

通じて中学校給食を始めるに当たっての

注意点等の説明を随時していきたいと考

えております。

　４点目の公平性の問題ということで質

問いただいております。当初、計画を大

阪府に出させていただいております喫食

の目標として３０％を掲げております。

近隣各市、先行して既にデリバリー方式

選択制を実施されておられる市町村等に

も視察等行かせていただいたり直接話も

聞かせていただいている中で、喫食率が

低いというような自治体も現実には存在

しているということも確認をさせていた

だいております。

　我々といたしましては、実際に弁当を

持ってこられていない生徒が２割ほどい

らっしゃるということですので、そちら

の方への安全な給食、栄養バランスのと

れた給食を提供していくということで喫

食率を高めていくよう、魅力あるメニュー

となるような形でも業者にお願いをさせ

ていただきまして、喫食率が少しでも高

まるような形で実施してまいりたいと考

えております。

　次に、就学援助金の導入についてとい

うことで、前回今後の検討課題というふ

うな形でご答弁をさせていただいており

ます。お弁当を持ってこれていない生徒、

さまざまな事情があるということも聞い

ております。経済的な問題から給食を持っ

てこれていない方も、中にはいらっしゃ

ろうかと思います。

　また一方で、ネグレクトといった、食

事をふだんの日常生活の中でも与えられ

ていないというような家庭も存在すると
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いうようなことも聞いております。なか

なかそのような方の把握ということにつ

きましてはデリケートな問題ということ

もございますので難しい面もありますけ

れども、学校を通じてできるだけそのよ

うな子どもたちがしっかりとお弁当また

はデリバリー給食という形で取得してい

ただけるように、学校と協力して、そう

いう形で実施してまいりたいと考えてお

ります。

　就学援助の制度につきましては、先ほ

ど委員のほうからありましたデリバリー

方式選択制においても実施されておられ

る市町村、また一部助成という形でされ

ておられる市町村もあるということは情

報として認識しておりまして、本市にお

きましても今後、実施後のアンケート調

査等でも、そのような問題も含めまして、

課題であるというふうには認識させてい

ただいております。

　６番目の生活保護世帯の方への負担と

いうことですけれども、厚生労働省のほ

うで選択制であっても学校給食費は教育

扶助費の対象となるというような見解も

ございますので、生活保護世帯の方につ

きましてはそのような形で取り扱いさせ

ていただくことになると考えております。

　７番目の業者選定、選定基準の公平性・

透明性ということについてでございます

けれども、やはり本市といたしましては

何よりも安全性を重視していく必要があ

ると考えておりますので、衛生管理基準

の遵守ということを強く業者には求めて

いくつもりでございます。

　次に、今後アンケート等を実施してい

く中で、アレルギー対応であったりご飯

の増減についてというような課題、これ

は摂津市デリバリー方式選択制中学校給

食検討委員会であったり、これまでの基

本的な考え方のご説明の中でも課題認識

はさせていただいております。

　今後、契約につきましては債務負担行

為で３年間という形で結ばせていただく

わけでございますけれども、そのような

課題がアンケート調査等で顕著に出てき

たときには、業者との一定協議も必要に

なってこようかとは考えております。

　次に、予約方法につきましては、パソ

コンや携帯電話、スマートフォン、マー

クシートというような形で進めさせてい

ただく予定でございますけれども、マー

クシートにつきましては、パソコン、携

帯等ふだんなかなか使われておられない

方もいらっしゃるということで、そのよ

うな方をカバーするということで紙ベー

スのマークシートを導入させていただく

予定でございます。

　給食費の入金ということにつきまして

は、マークシートの方であってもパソコ

ンやスマートフォン、携帯電話を利用の

方と同じような形で最初にお金のほうを

入金していただいて、そこからシステム

のマークシートで申し込みをいただくと

いう形で運用を考えております。

　また、委員のほうからありましたスマー

トフォン、携帯電話含めて誤操作、一旦

入力した後での変更等につきましては、

各個人に対して付与したＩＤ番号とパス

ワードを入力した形で変更が可能となる

ような形でのシステムを今現在考えてお

ります。また、受付の窓口ということで、

電話対応等で詳細な点を確認をされたり

ということもあろうかと思いますので、

そのような窓口につきましても仕様のほ

うに織り込んでいきたいというふうに考

えております。

　また、個人情報、プライバシー保護に

ついてでございますが、セキュリティの

保護につきましても、システムにそうい

うソフトをかけていただくということで
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仕様にも当然入れる予定でございます。

　支払単位についてということで、先ほ

ど１か月単位であったり３か月、半年と

いうような形で他市同様にそういう形で

されておられるのを参考にさせていただ

くんですけれども、５日単位であったり、

もうちょっと長い１０日単位というよう

な形での選択の幅というようなご質問で

あったと思いますけれども、現在につき

ましては先ほど申しました形で１か月ま

たは３か月というような一定の固まりで

の申し込み単位というふうな形で考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　デリバリー方式選択制と

いう導入方法であるということを理由に、

いろいろな手だてが必要になってくる部

分というのはあると思うんです。しかし、

大事なことは安全性の確保であり、より

多くの生徒たちに栄養バランスのとれた

給食が提供できるようにしていくという

ことが一番の眼目ではないかなと思いま

す。

　そういう立場でデリバリー方式選択制

でスタートさせるのであれば、そういっ

た体制もきちっととるべきだというふう

に思います。

　委託契約を結んでしまえば、後はもう

専門の業者ですからマニュアルどおりやっ

てくれているだろうということでの任せ

切りということが、この間、民間委託業

者での、例えばプールの事故であったり、

痛ましい事故を招いてきているわけで、

とりわけこの給食については保護者や市

民の関心も高いです。子どもたちの日々

の暮らしにかかわってくる、健康にもか

かわってくる問題でありますので、体制

もとる必要があるというふうに思うわけ

です。

　どのような管理マニュアル、より厳し

く、より具体的に管理マニュアルを作成

していく必要があるというふうに思いま

すし、それを本当に守ってくれているの

かどうか、それから実際の調理の現場、

経験の浅い方たちでつくっておられるよ

うな現場じゃないだろうかとか、栄養士

や主任、責任のある方がついて調理され

ているんだろうか、下処理、汚染区域と

非汚染区域との区別がきちんととられて

いるんだろうか、または残菜がどんなと

きにどんなものが返ってきてるんだろう

か、これは給食の実態を把握するという

点でも、現場でのチェック体制というの

は非常に重要になってくると思うんです。

　東久留米市の中学校給食の説明をして

いただいた管理栄養士さんは、ほぼ毎日

その調理の工場に足を運んで、それから

学校を回って衛生管理であったりどんな

メニューが人気があるのかとか残菜から

把握したりして、検討して、熱心に取り

組んでおられたのが非常に印象に残って

います。喫食率が非常に高かった、３割・

４割だったというふうに記憶しています

けれども、そういった取り組みが少なく

とも後発でスタートする、課題がもう既

に明らかな状態でスタートする摂津市の

給食としては、当初からやはりそういっ

た体制をとらずしてスタートさせるとい

うのは、それは大きな過ちだというふう

に思うんです。

　自治体によっては業者に任せ切りの自

治体もありますし、不十分であっても調

理現場に足を運んでチェックをする、食

材が指定されたとおりのものなのか、研

修がきちんとされてるかどうか、事前に

行きますよというのではなくて抜き打ち

のようにチェックをしておられる自治体

もあるわけです。

　そういう点では、今現在で体制がとれ
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てないというのは非常に問題ではないか

と思うんです。今後のそこの体制につい

て、こういうようなチェックをしていく

んだというような基本的な考え方、それ

から具体的な動き方、チェックの仕方、

それから何が必要なのかという点から整

理をする必要があると思うんです。その

整理の中身において人員が足りなければ、

もちろん人を配置していくということが

私は大事だと思いますけれど、今後やら

れていく、検討していく気持ちはあるの

かお聞かせをいただきたいと思います。

　それから、学校現場や栄養教諭の体制

です。現状３名の管理栄養士が庁内にい

らっしゃるということで、来年からは小

学校の栄養士と共同で中学校の栄養管理

等を進めていくんだというようなお話で

ありますが、小学校の担当の管理栄養士、

小学校だけでも私かなりお忙しいんでは

ないかなと思うんです。しかも中学校給

食、全く新しいものがスタートされてい

くわけですから、もちろん献立は集団的

に話し合って決めていくことになるかと

思うんですけれども、各学校の様子であ

るとかその対応であるとか、それから業

者との対応という点でいうと、非常に不

十分だと私は思います。その点をもう一

度、本当に小学校の栄養教諭と現状のメ

ンバーで共同してやっていくということ

で、本当に新規事業として進められる中

学校給食が安全・安心で事故なく進めて

いくことができると。自信持って言える

のかどうか、改めてお聞かせをいただき

たいというふうに思います。

　それから、公平性の話の中で就学援助、

それから生活保護世帯の生徒の給食の負

担のことについて意見を申し上げました

が、やっぱりできるだけ多くの生徒たち

に給食を食べてもらいたいというふうに

努力するのは当然ですし、それに向けて

頑張ろうとされていると私は思っている

わけです。

　喫食率の高い低いという検証は、当然

しなければいけないと思うんです。もう

既に他市では、中学校給食デリバリー選

択制で幾つかの自治体でもやられていま

す。高いところ、低いところとあります。

なぜ高いのか、なぜ低いのかというよう

な分析、そしてそこから摂津市の給食の

喫食率を高めるために具体的にこういう

ことをだからやるんだ、というものが私

は見えてきてないんです。それなしに、

とりあえず進めますわということである

と、多額の初期費用もかけてスタートさ

せるものですから、本当によくないと思

うわけです。

　先ほど、利便性とそれから安全性が相

反してバランスが、というようなことを

質問させていただいて、考え方の中でも

そのような記述があったかと思うんです。

ところが、茨木市は当日の朝キャンセル

でき、追加もできるという利便性でいえ

ば非常にありがたい制度にはなっていま

すが、喫食率は果たしてどうなのかと考

えたら一桁台です。一方で、一月単位で

発注をするということでいえば、利便性

でいうと茨木市と比べるとやや劣ると思

います吹田市の場合ですと、二桁の平均

の喫食率というようなことになっている

わけで、必ずしも喫食率・利便性を高め

れば、安全性を少し犠牲にして利便性さ

え高めれば喫食率が上がるというもので

ないというのは、近隣の各市の実態から

見ても明らかになってくるのではないか

と思うんです。

　このことは、既にデリバリー方式選択

制を導入しようと決めた１年前から検討

会議もやられてきてるわけですから、し

かも喫食率を上げなきゃいけないんだ、

目標３０％だ、弁当を持ってこれていな
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い生徒たちに給食をというような立場で

事業をスタートする。この事業の分析が

きちんと明らかにされていなくて、それ

に対してこういうふうにやって喫食率を

高めてスタートしますということがない

というのは、私はスタートとしたら非常

にまずいと思いますし、これは具体的に

早急に固めて明らかにしてその対応をと

るべきだと思いますけれども、もし把握

されているようであれば喫食率の高低の

分析、それに対しての対応、もしくはこ

れをする見当があるんですよということ

をお示しいただけたらと思います。

　業者選定の公平性については、この間

も小学校の調理業務委託の問題でもいろ

いろと指摘をしてまいりましたので、透

明性や公平性の担保を図っていただきた

い。それから、選ばれた後も検証につい

て、予告して訪問して１日様子を見て帰っ

てくるというような検証ではなくて、長

期的にしっかり利用者・保護者・生徒た

ちの意見も聞くような検証をすべきだと

思いますので、この点は要望をしておき

たいと思います。

　予約システムの支払いについてですが、

これはまさに経済的な負担感の問題で、

１か月単位であれば先ほども申し上げま

したように６，０００円とか、３か月で

あれば１万８，０００円単位で入金とい

うことについては、ご家庭によっては注

文するときのハードルが非常に高くなっ

てくるのではないかと思います。もう少

し選択の余地、入金の単位について検討

を要求しておきたいと思います。

　それから、弁当を今持ってこれていな

い人たちの把握について、具体的にこう

なんだというような調査結果という数字

では出ていないかと思いますが、今課長

がおっしゃられたように経済的な理由も

あるでしょうけれども、ネグレクトとい

うようなことも原因の一つにあるとご答

弁いただいて、なるほどなと思ったんで

す。

　そうするとネグレクトで、残念ながら

親御さんが育児放棄せざるを得ない、も

しくは放棄されている子どもさんが、今

そういった保護者の援護を受けられてい

ないような、だからこそ給食というのは

大事です。これは共通の認識だと思うん

です。経済的な理由もそうですし、親御

さんから残念だけれどもネグレクトであっ

たり虐待であったりということで保護し

てあげなければいけない生徒に対して、

少なくともお昼の給食は栄養バランスの

とれたものをとってもらいたいというこ

とは、中学校給食導入の大きな目的の一

つでもあって、それはぜひ大事にしてい

ただきたいと思うんです。

　しかし、だとすればこの中学校給食の

注文を保護者がマークシートに書いたり、

携帯電話で注文をして、しかもコンビニ

まで足を運んで６，０００円なり１万８，

０００円なりを振り込むということをし

ていただかないことには、中学校給食が

その子たちには絶対に手の届かない、入

り口で完全に排除されてしまうんじゃな

いですか。

　そういう点を考えると、例えば小学校

の給食の実態をお聞きしますと、まれに

給食費を払えていなかったり、もしくは

学校の費用が払えていないようなお子さ

んに対して、担任の先生が相談に乗った

りして就学援助金という制度があります

よということで就学援助金につなげて、

少なくとも子どもの学校教育を受ける権

利を保障するという努力を現場でされて

るんじゃないかなと思うんですけれども、

中学校給食でもそういった生徒さんがい

たときに学校がとれることといえば、親

御さんのところに行くということもそう
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ですけれども、就学援助金が使える、受

けとられるとか、例えばもう生活困窮さ

れているんであれば生活相談員、スクー

ルソーシャルワーカーと連携をとって、

生活の実態をどう立て直していくのかと

いうことのきっかけとなる、いい入り口

だと思うんです。

　そのときに就学援助金が使えないとい

うことは、その入り口も閉ざしてしまう

ということになると思うんです。その点、

やっぱり非常に重要なことだと思います。

ぜひ、そういった考え方に立って検討し

ていただきたいと思いますけれど、もう

一度そのネグレクトにかかわって子ども

の食を確保していく、または子どもの家

庭での教育の状況を立て直していく、そ

こまで学校が責任持つのかということを

言われるかもしれませんが、入り口とし

てつないでいくという役割というのは大

事だと思うんですけれども、そういう観

点からどうお考えなのか聞かせていただ

きたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　溝口課長。

○溝口総務課長　安全性の確保というこ

とのご質問でございますけれども、調理

現場にこちらの事務局の栄養士が定期的

に点検、指導に行かせていただくという

ような答弁をさせていただいております。

　現状、３人体制でそれぞれ小・中、保

育所も含めて役割分担しているわけでご

ざいますけれども、できるだけ体制とし

て不備のないような形で今後やっていき

たいというふうに考えております。

　また、業者任せには当然しないという

ことで、事務局の体制につきましては栄

養士だけでなく保健給食の担当職員もお

りますので、そのような形で共同して安

全性が確保できるような体制を組んでい

きたいと考えております。

　２点目、学校現場における対応という

ことで、現在先ほども申しましたように

中学校給食につきましてはこれから始ま

るということで栄養教諭、栄養職員の配

置はされていないわけでございますけれ

ども、今後そのような形で大阪府に栄養

教諭、栄養職員の配置を強く要望してま

いりたいと考えております。

　また、業者との対応につきましても、

事務局職員と栄養士が共同して当たって

いきたいと考えております。

　３点目の就学援助についてのご質問の

中で各市の状況の利便性、例えば茨木市

であれば当日まで申し込みができるとい

うような利便性を重視しておられるけれ

ども喫食率については直接は結びついて

おらないというふうな情報も言っていた

だいております。

　我々といたしましてもそのような各市

の状況も認識はしておりますけれども、

今後、喫食率３０％の目標に向けて各市

の状況も含めまして、どのような形で改

善されて喫食率を上げていっておられる

かということについて検討をしてまいり

たいというふうに考えております。

　弁当を実際に持ってこられてない方が

２割から３割程度、学校によってはばら

つきはあるということですけれども、そ

のような情報は以前校長を通じて認識は

しておりますけれども、どのような形で

中学校給食を運用していけば喫食率の向

上に結びついていくかという分析をやっ

ていかないといけないというふうには考

えております。

　これはまた、中学校給食を開始してか

ら３か月ぐらい経過後、２学期に入って

からアンケートのほうは実施してまいり

たいというふうに考えております。その

中でさまざまな問題点、課題点がまた浮
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き上がってこようかと思いますので、ま

た分析してまいりたいというふうに考え

ております。

　また、経済的問題でお弁当を持ってこ

られていない、あるいはお弁当以外の昼

食を取得されていない、ネグレクトとい

うことで食事をとっておられない方がい

らっしゃるというふうなことも学校を通

じてお聞きすることもあるんですけれど

も、そのような方に対していかにして栄

養バランスのとれた給食を提供していく

かということについて、学校とも当然連

携していかないといけないことでござい

ますので、先ほどおっしゃっていただい

ておりました生活相談等、そのような情

報等も含めまして学校と連携を緊密にとっ

て、できるだけ多くの方に栄養のバラン

スのとれた給食、またお弁当を持ってき

ていただけるような形で進めてまいりた

いというふうに考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。

　先ほどの就学援助で生活保護世帯の方

に対する適用ということのご質問の中で、

私どものほうで選択制であっても教育扶

助費としての適用ができるという考え方

について申し上げさせていただきました

けれども、こちらにつきましては、現在

まだ決定事項ということではなくて、今

後の課題であるということで答弁のほう

訂正させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　はい、それでは山

本部長。

○山本教育総務部長　済みません、何点

か先ほど溝口課長のほうからもありまし

たけれども、生活保護受給者についての

扶助につきましては、所管は委員もご存

じのように民生常任委員会になります。

我々といたしましては、国の通知ではこ

ういう形になってるということで協議を

いたしておりますけれども、そこの扶助

するしないについては我々でなく民生常

任委員会で対応していただけるものであ

るということで、我々としてそこに踏み

込んだ答弁はしてはいけないということ

で、そこは訂正させていただいたという

ことでございます。

　それと、導入に当たっていろいろと我々

としても他市先行事例、いろいろ見てお

ります。委員のほうからございました、

必ずしも利便性が喫食率につながってい

ないということも我々も理解をしており

ます。幾つかの市にも私自身も行ってま

いりました。担当はより多くの市に、先

行都市に視察も行っております。そのあ

たりを、よりよいところをなるべく委託

発注の仕様書をつくる際に参考にしてい

きたいというふうに思っておりますので、

何もしていないということでなく、いろ

いろ研究をしているということを答弁さ

せていただきたいと思います。

　それと、いろいろそういうマニュアル

どおり、どのようにチェック体制をとっ

ていくのかということでございますが、

溝口課長からもご答弁ありましたように、

この４月に、１年前に１名栄養士を増員

させていただいて、人事課の理解も得な

がら１名増員をしております。増員ない

中で、小学校・保育所・こども園の給食

を担当しているわけでございますので、

増員されました１名が具体的にはメニュー

をつくる業務もございますけれども、委

員のほうからお話もありましたように、

学校へ回り、また、決まりましたらその

給食の業務の現場にも回り、そういう業

務として我々としても指示をしてまいり

たいと。また、事務局に以前からおりま

す給食担当にも、同様に学校並びに業者

のほうの点検といいますか、視察といい

ますか、その辺は滞りなくするようにと、
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今後とも指示をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　部長からもご答弁をいた

だきましたけれども、せっかくスタート

させていくわけです。個人的にはやっぱ

り導入の方法としては不十分な導入の方

法だという認識は変わりませんが、しか

し導入していく上においては、やはり今

までになかったものをスタートしていく

わけですから、よりよいものにしていく

と、改善をしていくと、もうこれで決まっ

たからそれでおしまいだと、後はお任せ

していけばいいんだというような形にな

るということは、一番問題ではないかな

というふうに思っております。

　課長からも、今後いろいろアンケート

もとったり検討もしていくんだというこ

とをご答弁いただいていて、その点はも

ちろん当然のことだとも思いますし、そ

うしていただきたいと思いますが、現時

点であすからスタートするわけではなく

て来年の６月からスタートするというこ

とで、今回債務負担行為の計上ですけど

も、これから具体的に来年の６月スター

トするにおいて非常に重要な契約の中身

を検討して、業者さんを選んで、その業

者さんに対してどういった指導をしてい

くのか、それから生徒や学校現場に説明

をして理解を得ていく、教育委員会が一

番の目的としていた目標に向けて具体的

にどう進めていくのかという検討が本当

にこの短い期間の中でやっていかなけれ

ばいけないと思うんです。

　そういう段階で大事な喫食率であると

か安全性確保のためのチェック体制であ

るとかいうものについて、現状ではなか

なか今後やっていく、問題なくやれるよ

うに頑張りますという言葉は前向きに受

けとめますけども、具体的・具体性で見

せていただいていないという点は不安が

ありますし、この１年間の検討、もちろ

ん摂津市デリバリー方式選択制中学校給

食検討委員会の中での検討、それから教

育委員会事務局の中での検討も、具体的

な資料を提供して摂津市デリバリー方式

選択制中学校給食検討委員会の中でどう

ですかということをやっていかなければ

いけなかったかなと、改めて感じている

ところであります。

　喫食率の問題でも、利便性を高めよう

とすれば安全性が損なわれていくという

ことははっきりしてると思うんです。と

ころが、利便性が高いからといって喫食

率が高いとは限らない。その辺はきちん

と整理して確認しておきたいと思うんで

すけれども、喫食率を上げなければいけ

ないということで利便性ばかりを重視し

ていくということになると、今度は安全

性が損なわれていく、それを犠牲にして

いく。この基本的な考え方の中ではバラ

ンスをとって、当面は安全性重視ですけ

ども、今後は調整をしていくということ

なので、読み方によれば安全性を薄めて

利便性を高めていくようなことになりか

ねないということになります。

　まずは安全性の確保をすると、しかも

喫食率を高めていくのにはどうしたらい

いのかというような具体的な手だてが求

められているのであって、そこの議論を

一緒くたにしてしまうことになると、も

ちろん利便性を高める努力をしていただ

きたいですし、しなければいけないし、

保護者の意見も聞いていただくことは重

要だと思います。しかし、それを短絡的

に結びつけていくような乱暴なやり方と

いうのは、私は安全性の問題においては

教育委員会がそれに進めば、本来の役割

を放棄してしまうことになりかねないと

いうことだと思いますので、その点はあ
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えて指摘をしておきたいなというふうに

思います。

　それから、経済的な問題を抱えている

ご家庭に中学校給食をきちんと届けたい、

ネグレクトなど不幸にも子どもさんの状

態、家庭での状況がよくない子どもたち

にもきちんと給食を届けていきたいとい

うことは、やはり私も教育委員会も共通

の願いだというふうに思うんです。それ

をやっぱりやる、具体的に前に進めるた

めには今後の検討課題ということではな

くてきちんと議論しなくてはならないと

思います。

　生活保護の問題については民生常任委

員会の所管だということも存じ上げてお

りますので、民生常任委員会でもそういっ

た立場に立ってもらえるように、教育委

員会からも。これをきちんと働きかけを

していただきたいと思います。教育的な

意義の立場から厚生労働省でもこう言っ

てるじゃないかということで、これは教

育扶助の中に認めてもらうということは

まずはとっていただいて。そういうこと

を民生常任委員会の所管に要求をしてい

くということは、教育委員会の中学校給

食を進めていくための足場というものは、

やはり経済的な問題を抱えているご家庭

への援助をとっていく、みずからもとっ

ていくという足場に立っていなければ説

明が矛盾してくるわけです。

　就学援助に戻りますけれども、そういっ

た立場を堅持する、そういった立場に立

つことが非常に大事だというふうに思い

ます。もちろん財政的な費用負担の問題

もありますが、一部の補助を検討してい

る自治体もあるというふうにご答弁もあ

りましたので、その点についてはぜひや

るべきだということを申し上げておきた

い。その点についてもう一度、部長もし

くは教育長にお考えをお示しいただきた

いと思います。

○嶋野浩一朗委員長　部長でお願いでき

ますか。

　山本部長。

○山本教育総務部長　給食を食べれない

子に対する対応というようなご質問だと

思います。

　本会議においても委員会、協議会にお

きましても就学援助のところについては、

今現在、検討していないというようなこ

とを繰り返しご説明もさせていただいて

いるところでございます。

　また、溝口課長のほうからもありまし

たように、アンケート等を実施して今後

よりよい中学校給食にしていきたいとい

う考えがございます。まだ不透明といい

ますか、そこら明確にやっていくという

答弁は現時点ではできませんけれども、

選択制をとらせていただく際にも。当初

からご説明しておったと思います。就学

援助については、現時点考えていないと

いうところでございますので、よろしく

お願いしたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　平行線になりますけれど

も、給食をできるだけ多くの人たちに届

けたいという立場に立っていくわけです

から、当初就学援助金は検討課題になっ

ていないということは私も何度もお聞き

していますが、何度もこうやってお聞き

するのはこういう問題があるから検討す

べきではないかというふうにお尋ねして

いるわけです。いや必要ないんやと、ま

だまだ今の段階では就学援助金の必要性

は感じられないから先送りですというこ

とであるなら一定の答弁としてあるんで

すけども、重要だというふうにお答えを

いただいているのに検討は当初からして

ないのでしてませんというのでは、私は

納得のできないご答弁じゃないかなと思
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います。

　教育委員会事務局、摂津市デリバリー

方式選択制中学校給食検討委員会、保護

者の意見も聞いて、また財政上の制約が

ある中でいろんな検討をされていること

は私も傍聴もしたりして見てきておりま

すし、何もしてきてない、努力してない

ということは決して申し上げませんし、

やってこられてるというふうにも思って

おります。課長にしても部長にしてもこ

の４月からこの担当になられていますか

ら、この議論というのは２年前からずっ

と保護者・市民の方とも議論を交わしな

がら進めてきた、そういった継続の中に

ある中で４月から担当されていろいろ勉

強されてご答弁いただいているというこ

とも十分理解しているわけですけれども、

要は結局、教育委員会として求めている

ことを達成していくために必要だと思う

ことについて、先送りにしてしまうとい

うことはいかがなものかなと思いますの

で、もう一度だけお聞かせいただきたい

と。繰り返しはしませんのでお聞かせを

いただきたいと思います。

　それから、デリバリー選択制を導入し

たことについて今さら言いませんけども、

導入したということはデリバリー方式選

択制というものについてのデメリットも

ついて回ってくるというのは、当然もう

当初からわかっていた問題です。ですか

ら選択制をとると、先ほどもちょっとご

質問させてもらいましたけど、経済的な

援助について財政援助を行うときの公平

性の問題とか出てくるかと思うんですけ

れども、摂津市デリバリー方式選択制中

学校給食検討委員会の中で問題になった

アレルギー対応についてもそうなんです。

会議の中で出ていた意見というのは、こ

れは選択制で自己責任で選択してもらう

ものだから、あえてアレルギー対応まで

やる必要はないんじゃないかという議論

が出てしまうんですよ。安全性を確保す

るために選択制で外部でつくった調理を

持ってきて、安全性を確保するという点

で言うと難しいというのは本当に聞いて

いてもよくわかりましたけれども、選択

制をとったからこそアレルギーを持って

いる子どもというのは、最初から注文が

できない、排除されてしまうことになっ

ているわけです。経済的な問題について

もそう言えると思うんです。そこの矛盾

は難しい問題ですけど正面から受けとめ

て、きちんと前向きに教育委員会事務局

の考えを示して議論していく。こういう

手だてがあります、こういう手だてがあ

りますということでやるべきじゃないか

と。ほとんどそういったものが具体的に

目の前にあらわれてきていないというの

が、私のこれまで摂津市デリバリー方式

選択制中学校給食検討委員会を傍聴した

り議論してきたものとしての率直な感想

なんです。その点申し上げておきたいと

思います。

　それからもう１点、アンケートを行わ

れるということについてですけれども、

生徒に対して行うものは当然のことです

が、保護者の方、それから学校現場のア

ンケートもきちんととっていただきたい。

茨木市でもやっておられて、今ホームペー

ジでも明らかにされておりますけれども、

学校の教職員の方々にもアンケートをと

られております。結果が若干ずれており

ます。そこからもいろいろな課題が見え

てくると思いますので要望しておきたい

と思います。１点だけ、もう一回だけお

願いします。

○嶋野浩一朗委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　ご質問にお答えい

たします。

　委員のほうからいろんな課題といいま
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すか、お話をいただいたところでござい

ます。

　我々といたしましても、今委員からお

話がありました。アレルギーのこと、ま

た食事の量のこと、中身のこと、安全性・

利便性いろんな課題がございます。就学

援助についてもその一つではないかとい

うふうには考えておりますけれども、今

後その全体の中で優先順位を見きわめな

がら、我々としても一つ一つ決定をして

まいりたいというふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　やはりせっかくスタート

するものであって、これまでのいろいろ

な検討をされてきたという努力について

は敬意を払いたいと思いますし、なかっ

たものを新しくスタートさせるという点

では、いろんな産みの苦しみもあるでしょ

うし、検討課題もこれからもたくさん出

てくるかと思いますが、その点について

真摯に向き合って検討していっていただ

くというようなことだというふうに私は

受けとめてはおります。その点について

は評価をしております。

　ただ、やはりスタートの時点でそういっ

た立場にしか立ってない到達点だという

のは、非常に私は不十分で残念なことで

あって、今後の導入までにいろいろな検

討課題もたくさんある中ですけれども、

大事な問題として私は取り上げて、前に

進めるということを強く求めて意見を申

し上げておきたいと思います。

　終わります。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員の質問が

終わりました。

　ほかにございますか。

　東委員。

○東久美子委員　６ページの債務負担行

為についてお伺いいたします。

　今質問・答弁お聞きする中で私なりに

はつかみましたが、なぜこの９月の時期

にこの債務負担行為の２つの案件が出さ

れているのかということでご質問します。

　債務負担行為の概念について、いま一

度ご説明ください。この時期に出されて

いる理由についても確認したいのでお答

えをお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　溝口課長。

○溝口総務課長　債務負担行為について、

なぜこの９月の時期にということですけ

れども、債務負担行為につきましては複

数年で業務委託の契約を結ばせていただ

くものでございまして、地方自治法上そ

のような形で定められております。

　長期継続契約につきましては、そのよ

うな契約を結ぶ場合は、前年度に前もっ

て債務負担行為として議会のほうに議案

として上げさせていただくというルール

となっておりますので、今回、平成２７

年の給食調理業務につきましては６月か

ら、システム業務につきましては年度当

初４月からということでございます。準

備期間等を半年ほど持たないといけない

ということもございますので、この９月

の時期に議会のほうに計上させていただ

くものでございます。

○嶋野浩一朗委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　債務負担とはとい

うご質問もあったかと思います。

　委員もご存じのように予算というのは

基本、単年度４月から３月末というのが

予算の原則でございますけれども、複数

年にまたがって契約行為等々をする方法

といたしまして、一つはそういう予算の

枠取りというような形で債務負担行為と

いうような形で複数年契約できる予算枠

取りをさせていただく。もう一つは継続
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費ということもございますけれども、我々

といたしましてはまだ詳細の仕様書のほ

うができておりませんので、枠取りとい

うような形で債務負担行為という予算計

上をさせていただいているというところ

でございます。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　ありがとうございます。

　この件については、１２月ではなく９

月ということでお伺いいたしました。

　今後の予定についてなんですけれども、

学校現場がこの学校給食について余り周

知されていない。前回質問させていただ

いたときには、まだですということだっ

たと思うんです。はっきりした正確なも

のを伝えないと混乱が生じますのでそれ

で結構かと思っておりますが、学校のほ

うで保護者から問われることもあるでしょ

うし学校への説明の計画なり、今後の予

定についてお伺いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　今後の予定についてで

ございますけれども、本議会におきまし

て債務負担行為、予算のほう議決いただ

いた後、業者選定並びに契約締結行為に

向けて進めさせていただく予定でござい

ます。

　学校現場への説明ということですけれ

ども、定期的に校長会、教頭会等を実施

しておりますので、その中で情報提供も

させていただきます。

　また、改めて学校の現場の先生方への

情報提供ということですけれども、Ｑ＆

Ａというような形で具体的にこういうケー

スではこのような対応をというような形

で、わかりやすいものを提示させていた

だく予定でございます。

　また、保護者への説明会を考えており

ます。平成２７年度に新入学される方に

つきましては、来年の１月から２月に入

学説明会が実施される予定となっており

ますので、そのときにあわせて試食会も

一緒にさせていただきまして、中学校給

食についての理解を保護者の方また子ど

もさんにも深めていただく機会を設けて

まいりたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　ありがとうございます。

　今のお話で保護者には１月から２月の

入学説明会ということで具体的な日程を

お伺いできたんですが、学校の現場、校

長会ではもうお伝えになっている。ただ

職員全体が共有する。給食が始まります

から新しいルールなり、そのあたりも学

校ごとに学校に応じた取り組みもしなけ

ればいけないのかなと思うんです。

　実際、学校の動きに沿った形での丁寧

な説明をお願いしたいんですが、職員会

議は月に１回か２回とれるか、特に中学

校はクラブ活動もありますし、全員集合

して、全員ということがなかなか難しい

学校があるかもしれません。その中で保

護者のほうに１月・２月に説明されてと

いう形で進んでいくと、先生たちは知ら

ないんですかっていうふうな形にならな

いかなというふうなことも案じておりま

す。

　今後、学校現場の行事予定とか、その

辺も全体を把握される中で丁寧に皆さん

が知って、同じように動きがとれるよう

に進めていただくようにお願いいたしま

す。

　保護者は関心が高いと思いますので、

中学校だけではなく小学校にもぜひ中学

校の給食はこのようになるということで、

同じように丁寧な説明をお伝えくださる

ようお願いします。要望で結構です。

○嶋野浩一朗委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　済みません。先ほどの
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学校現場への説明ということで答弁のほ

うが不足しておりましたので補足させて

いただきます。

　年が明けてから、来年１月から２月で

新入学の入学説明会とあわせて試食会と

いうことは申しましたけれども、その前

に今年の１１月から年内にかけても保護

者説明会を実施させていただきたいとい

うふうに考えております。

　調理業者や予約システムの基本的な考

え方が当然、契約締結のときまでに決ま

りますので、同じように年内に学校現場

にも十分理解していただくためにＱ＆Ａ

等の作成を含めて考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　今回、学校給食調理業

務等委託事業６，８００万円、そして学

校給食予約システム運用等委託事業で５，

４００万円ですね。３年間の債務負担行

為で組まれました。この委託事業の限度

額を決められた中身、金額の内訳をお聞

かせいただきたいと思うんです。

○嶋野浩一朗委員長　今の質問は入札等

にも関係してくることなので、詳細な説

明はできないと思いますが、溝口課長お

願いいたします。

○溝口総務課長　今回、債務負担行為を

３年間で計上させていただいております

けれども、まず給食調理業務等委託料に

つきましては平成２７年６月から開始と

いうことで、９か月間の期間で積算のほ

うをさせていただいております。

　具体的な金額につきましては控えさせ

ていただきたいと思っておりますけれど

も、主は中身といたしましては配送費で

あったり車両管理費です。また、学校に

配膳員という形で配置を業者のほうでご

用意していただくというような中身で算

定をさせていただいております。大体、

月額で申しまして１９０万円ほどで、参

考見積もりを業者からとらせていただい

た額で積算をさせていただいております。

　また、消費税が平成２７年１０月から

１０％、これはまだ未定でございますが、

そのようなことも考慮して計上をさせて

いただいております。

　平成２８年、平成２９年につきまして

は２か年、２４か月という形で、当初の

平成２７年度につきましてのみ９か月間

ということで、調理業務委託の積算をさ

せていただいております。

　また、予約システムにつきましては平

成２７年４月からの年度当初からという

ことで、３年間という形で計上をさせて

いただいております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　以前も言いましたけ

れども、この給食に関しましては多分、

皆さんいろんな同じ思いで質問されてい

ると思います。

　私も確認したいことが何点かあるんで

すけど、１点目は１１月から保護者説明

会がある、業者選定で仕様書に関しても

今作成中というふうにお聞きしました。

この仕様書に関してはまだできていない

状態であると認識したんですけど、仕様

書に関してのご説明をもう一度していた

だきたいということ。それから基本的な

ことなんですけど、保護者負担が３００

円。実際その給食自体の単価というのは、

どれぐらいの単価でつくられているのか

ということをお聞きしたいと思います。

　予約システムですけれども、入金制度

ということで先にお支払いするというこ

とで、安藤委員も何度もご質問していらっ

しゃいましたけれども、保護者の側から

すると、そこにはすごい垣根があるよう

に感じるんです。先ほど安藤委員もおっ

しゃっていたようにマークシートをする、
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入金をする、注文をする、どうしてもやっ

ぱり喫食率が私は低いように感じるんで

すね。これを例えば他市、私も全部の事

例を見ているわけじゃないんですけれど

も、発注後の入金システム、後からの回

収。例えば変更もあると思いますので、

そういった意味で後からの入金をすると

いう方法ができないものなのか。そのあ

たりを検討されたのかどうかというのを

お聞きしたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　お願いいたします。

溝口課長。

○溝口総務課長　仕様書についてでござ

いますが、現在、既に案という形では作

成をさせていただいておりますけれども、

詳細な中身につきましては、これからプ

ロポーザル方式、選定等やっていく中で

公開等をさせていただく予定でございま

すので、最終的な詰めといいますか、そ

のような作業は残っておりますけれども、

案としては現在つくっているところでご

ざいます。

　また、負担額の３００円ということで

すけれども、こちらにつきましては食材

費に相当する金額が３００円程度という

ことで、このような料金設定をさせてい

ただいております。

　予約システムについての先払いが可能

であるかということでございますけれど

も、本市でも議論をさせていただく中で

実際に申し込んだ後で回収という形にな

りますと、どうしても回収できない、滞

納ということも発生するようなことも事

案として出てまいる可能性もございます

ので、そのようなことを回避するために

全てのパソコン、携帯電話、スマートフォ

ン、マークシートのいずれにかかわらず、

事前の入金をもってやっていただくとい

う形で今現在考えているところでござい

ます。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　仕様書に関しまして

は、ある程度詰めの段階に来ているとい

うふうに確認しました。以前お話しした

ように、この仕様書の中に地産地消のも

のを入れるとか、そういった工夫もして

いただきたいというようなことをお伝え

した経緯がございます。この仕様書に関

しましては、できた段階で資料請求でき

るものなのかお聞きさせていただきたい

んです。

○嶋野浩一朗委員長　でき上がった後で

すね。大澤委員。

○大澤千恵子委員　でき上がった後、見

られるんですかね。その辺ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。

　それと、後払いの件なんですけれども、

回収は大変だと思うんですが、同じよう

に小学校で給食費の引き落としもやって

いますので、システムとしてできたらそ

の都度、例えばお金を渡す時間のない家

庭や、その日の５００円は払えるけれど

も先払いの１０，０００円がなかなか立

てかえにくいというご家庭もあると思う

んです。そうなってくると、目先の３０

０円、５００円を渡すほうが早いなと思っ

て、注文率が下がるんじゃないかなとい

うイメージを持っているんです。例えば

１か月２０回申し込んだ。後ほど請求さ

れて支払うほうがシステムとしてはやり

やすいのではないかと思うんですけど、

その辺どのように検討されたのかわから

ないですが、もう一度ご検討していただ

きたいと思います。学校の中でまとめて

回収をしていただくようなシステムがで

きないのかなというのを考えたので、ま

た検討していただければなと思います。

　それから、先ほどから就学援助の話が

出ておりますけども、今現在、認定者数

７４７名ということで、就学援助の方々
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が７００名ほどいらっしゃると思うんで

す。決定事項ではないとおっしゃってい

たんですけど、実際に、例えば具体的に

ざくっと私も計算したんですが、大体就

学援助の方々に給食費を補助するとなる

と、年間で５，０００万円ぐらいかかる

のかなと。そうなってくると苦しいのか

なというイメージも持っております。今、

就学援助だけで計算しますとですね。

　あと、生活保護は中学生対象で、教育

扶助を受けていらっしゃる方がどれぐら

いなのか私もちょっと今わからないんで、

ここで民生常任委員会の管轄のことを言

うのも所管外なんですけれど、そういっ

たことも含めて検討されたのかなという

ふうに推測しておりますので、デリバリー

方式選択制が本当にきっちりと機能する

のかどうかというところを考えますと、

他市でも問題が出ています。だからこそ、

後でやっているからこそ、前にやってい

らっしゃる前者の方々の失敗を検討して、

そこを埋めるような形のものをしっかり

と構築されて取り組むべきだと思ってお

りますので、今現在はデリバリー方式選

択制がきっちりと機能して、喫食率じゃ

ないというふうに教育長もこの前おっしゃ

いましたけれども、やはり喫食率を上げ

ないと費用的な面でも負担が大きくなっ

てくるということもございますので、新

たな摂津市独自のデリバリー方式選択制

をしっかり構築していただくように要望

したいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　仕様書の件なんで

すけども、今後プロポーザル方式等で業

者選定をされていくと思います。最終的

に仕様書が決定してどういった流れにな

るのか、そういったことを少しご説明い

ただきながらどの段階で公開できるもの

なのかご答弁いただければと思います。

溝口課長。

○溝口総務課長　仕様書の件でございま

すけれども、今後契約に向けてプロポー

ザル方式での選定事務を進めてまいりま

す。その際に公募で実施させていただく

予定ですので、ホームページ等にもその

ような仕様書また選定基準等もお示しさ

せていただくことを予定しておりますの

で、それが具体的にいつかということは

現在まだ申すことはできませんけれども、

この議会で予算を議決いただいた後に速

やかにその事務に当たってまいりたいと

考えておりますので、ホームページに公

開されるときが実際に請求いただける、

また直接ダウンロードしていただいて見

ていただくことになる時期というふうに

考えております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　仕様書に基づいて業

者選定されるということなんですけど、

実際問題他市では民間の業者がデリバリー

方式選択制で運営できないと。撤退して

いるところもあるのが事実なんです。で

すから、撤退をされないようにも考えて

いかないといけないと思います。だから

こそ、非常に難しいなというふうに思っ

ているんです。他市で仕様書に基づいて

業者選定された業者が撤退しているとこ

ろが何個かある。

　今現在、中学校の生徒数２，３２０人。

この２，３２０人の中学校の生徒たちが

デリバリー方式選択制、お弁当を持って

くる方、コンビニで買う方いろんな方が

いらっしゃると思うんです。天は決まっ

ているわけです、２，３２０人という。

その中からこれを実施するわけですから、

このあたりの計算もしっかりとやってい

ただきたい。業者のほうがある程度やっ

ぱり採算ベースに乗らないと、そこはし

んどくなってくるという状況が目に見え

ているわけなので、工夫が必要なのかな
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というふうには思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですかね。

　以上で質疑を終わります。

　続きまして、議案第６０号所管分につ

きまして審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　東委員。

○東久美子委員　この条例の改正は、

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び」というところで説明されているので

そういうふうに承知しておりますが、現

在、摂津市全体のひとり親家庭で住民基

本台帳に登録されている数をお伺いした

いんですが、よろしいでしょうか。

○嶋野浩一朗委員長　それはひとり親家

庭でこの条例に関することですか。

○東久美子委員　いや、それは結構です。

全体で結構です。

○嶋野浩一朗委員長　摂津市内全体のひ

とり親家庭の数が幾らありますかという

話ですかね。

　はい、それではご答弁いただけますか。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　住民票上でのひ

とり親家庭というのは抽出は非常に難し

いですので、ひとり親家庭医療の助成対

象とさせてもらっております数字のほう

で申しますと、平成２４年度決算で対象

者で２，０７８人、世帯数で申しますと

８３７世帯となっております。

　また、平成２５年度ベースで申します

と、対象者で２，０９０人という形になっ

ております。世帯数についてはまだ出て

おりません。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　直接中国の残留の方の

質問ではなかったんですが、ひとり親家

庭というのは実態がかなり厳しいものが

ございますので、その辺を全体に広げて

捉えて手厚い支援をお願いしますという

要望です。

○嶋野浩一朗委員長　ほかございますか。

よろしいですか。

（なしと呼ぶ声あり）

○嶋野浩一朗委員長　

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午前１１時５０分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　それでは、再開い

たします。

　議案第５６号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　登阪次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　議案第５６号、

摂津市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める

条例制定の件につきまして、補足説明を

させていただきます。

　子ども・子育て支援法において、学校

教育法、児童福祉法の認可及び後ほどご

説明いたします議案第５７号の家庭的保

育事業等の市町村認可を受けていること

を前提に、施設・事業者からの申請に基

づき市町村が対象施設・事業として確認

し、給付による財政支援（施設型給付、

地域型保育給付）の対象とする確認制度

が平成２７年度から新たに始まることと

なりました。

　その確認制度における施設及び事業の

運営に関する基準について条例で定める

とされたことから、摂津市子ども・子育

て会議の検討結果を十分尊重した上で、

新規条例として提案させていただくもの

でございます。

　それでは、本条例における主な条文に

ついてご説明させていただきます。２ペー

ジをごらんください。
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　第１章は、総則規定でございます。

　第３条は、事業を行う上での一般原則

を規定しております。特定教育・保育施

設とは、市が施設型給付費の対象として

確認する教育・保育施設（保育所、幼稚

園、認定こども園）、特定地域型保育事

業者とは、市が地域型保育給付費の対象

として確認する家庭的保育事業等を行う

事業者であります。また、特定教育・保

育、特定地域型保育とは、各施設等で受

ける教育・保育のことでございます。

　第２章は、特定教育・保育施設の運営

に関する基準でございます。

　第４条第２項にあります子どもの区分

は、法第１９条第１項第１号は満３歳以

上の保育の必要性のない子ども、第２号

は満３歳以上の保育の必要性のある子ど

も、第３号は満３歳未満の保育の必要性

のある子どもでございます。

　３ページをごらんください。

　第５条第１項では、特定教育・保育施

設は、特定教育・保育の提供に際しては

利用申込者に重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、同意を得なければな

らないと規定しております。

　４ページをごらんください。

　第６条では、利用申込者が利用定員を

超える場合、第２項において保育の必要

性のない子どもは公正な方法で、第３項

において保育の必要性のある子どもはそ

の必要性が高い子どもが優先的に利用で

きるようにと規定しております。

　６ページをごらんください。

　第１３条は、利用者負担額等の受領に

ついて定めております。特定教育・保育

施設は、特定教育・保育を提供した際に

保護者から利用者負担額の支払いを受け

ますが、満３歳以上の保育の必要性のな

い子どもが保育所で受ける特別利用保育、

満３歳以上の保育の必要性のある子ども

が幼稚園で受ける特別利用教育も含むも

のとします。第２項中「法定代理受領」

とは、幼児期の学校教育と保育が必要な

子どもへの保育を個人の権利として保障

する観点から、認定こども園、幼稚園、

保育所、小規模保育等の施設等を利用し

た場合に共通の仕組みで公費（給付）対

象となりますが、公費を確実に教育・保

育に要する費用に充てるため、利用者へ

の直接的な給付ではなく、市町村から施

設等に支払う仕組みでございます。

　７ページをごらんください。

　第３項では、特定教育・保育の質の向

上を図る上で特に必要であると認められ

る費用、第４項では、その他の特定教育・

保育において提供される便宜に要する費

用について規定しております。そして第

６項では、第３項及び第４項の費用の支

払いを求める場合は、事前に保護者に説

明を行い、同意を得なければならないと

規定しております。

　８ページをごらんください。

　第１６条では、特定教育・保育施設は

定期的に保護者、施設関係者または外部

の者による評価を受けて結果を公表し、

常に保育の質の改善を図るよう努めなけ

ればならないと規定しております。

　１２ページをごらんください。

　第３０条では、特定教育・保育施設は

苦情を受け付けるための窓口を設置する

こと、市が行う調査等への協力、市から

指導またはは助言を受けた場合は、必要

な改善を行わなければならないことを規

定しております。

　１４ページをごらんください。

　第３章は、特定地域型保育事業の運営

に関する基準でございます。

　第３７条は、特定地域型保育事業のう

ち、家庭的保育事業、小規模保育事業Ａ

型、小規模保育事業Ｂ型、小規模保育事
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業Ｃ型及び居宅訪問型保育事業の利用定

員を規定しております。

　１７ページをごらんください。

　第４２条は、特定地域保育が適正かつ

確実に実施され継続的に提供されるよう、

保育所、幼稚園又は認定こども園の連携

施設を確保しなければならないと規定し

ております。その連携の内容とは、第１

号で相談、助言その他の保育の内容に関

する支援、第２号で職員の病気休暇等に

より保育を提供できない場合の代替保育、

第３号で３歳になった以降、保護者の希

望に基づき、連携施設において教育及び

保育を提供することと規定しております。

その他、利用に際しての内容及び手続の

説明及び同意、利用申込者が利用定員を

超える場合の選考、利用者負担額等の受

領及び評価等については、特定保育施設

の運営に関する基準に準じております。

　２１ページをごらんください。

　第３節は、特例地域型保育給付費に関

する基準でございまして、特定地域型保

育事業者が保育の必要のない、または保

育の必要性のある３歳以上の子どもに保

育を提供する場合の基準を規定しており

ます。

　附則といたしまして、この条例の施行

期日を規定するほか、特定保育所に関す

る特例、施設型給付費等利用定員、連携

施設に関する経過措置を規定するもので

ございます。

　以上、条例制定の補足説明とさせてい

ただきます。

○嶋野浩一朗委員長　説明が終わり、質

疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　来年４月から導入される

子ども・子育て支援新制度にかかわって、

市が認定をして確認制度のもとで施設型

給付を行っていく上で根拠となる条例だ

というご説明をいただいたかと思います。

　そもそもこの子ども・子育て支援新制

度というのは、国が子ども・子育て支援

法、それから児童福祉法の改正や認定こ

ども園法の改正、主にこういった関連３

法の改正によって子どもの支援、子育て

の支援を行っていこうということで法律

が決められて、それに基づいて子ども・

子育て会議がつくられ、その方針のもと、

摂津市でも子ども・子育て会議が開かれ

ていろいろ議論されてきたというように

認識をしております。

　もともとこの制度の出発点は、子育て

を充実していくというところにあるので

はなくて、経済活性化という観点からス

タートしたものだと認識をしています。

保育事業に株式会社などの参入を促して

市場化を目指していく。これによって経

済活性化を図っていくというところが出

発点だったということだと思うんです。

　その経過の中で民主党政権になって、

民主党政権下ではこの議論の中に幼稚園

と保育との一体化という議論も加わって

きました。さらには民主党政権の終わり

ごろには、自民党・公明党・民主党との

３党合意によって保育、幼稚園、また３

党合意であったりとか、また幼稚園や保

育関係者の方々の要望とか運動などによっ

て、この制度の議論が見直しされてきた。

保育の市場化だけでなくて保育の実施責

任、公的責任を復活させるという意味で、

児童福祉法の第２４条第１項というもの

が復活してきて、子育て支援とりわけ保

育の公的責任が守られてきたというよう

な経過で今に至っている。

　ただ、保育の市場化や経済活性化策を

スタートとしているという歴史があるか

ら、いろいろ制度的には複雑になってい

ると思っています。いろいろな矛盾はあ

りますけども、しかし一番大事なところ
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は最善の利益を子どもの権利保障であっ

たり、保育に格差を持ち込まない、そう

いった制度につくり上げていくというこ

とが大事ではないかと思っています。

　とりわけ今回は、市町村が認可基準を

みずからつくっていく。もちろん国の基

準もありますけども、参酌基準の場合は、

自治体が地域に合った、そして自治体の

思いを反映させた条例をつくって保育を

実施していくことができる、または就学

前教育を実施していくことができるとい

う点では自治体のこの条例というのは非

常に重要なことではないかと思っていま

す。

　そこで、子育て支援新制度の中身につ

いて改めて、前回の一般質問でもお聞き

しまして重複するかもしれませんが、お

聞きしながら条文についても数点お聞き

したいと思います。

　この子ども・子育て支援新制度は来年

４月にスタートしますが、保育所や幼稚

園は平成２６年度中に募集を行ったりし

て準備が非常に急がれると思いますが、

保護者の立場や子どもの立場から、新制

度になってからの入所手続、それから入

所までの手続はこれまでとどう変わるの

か。例えば保育所、幼稚園、摂津市の場

合は認定こども園はございませんが認定

こども園、それから今回新たな区分とし

て導入されている家庭的保育等事業、小

規模保育などについて入所、申し込みの

仕方、それから入所判断、入所までの手

続について改めてお聞きをしておきたい

と思います。

　一つ目に、条文の中の第１３条に規定

されております利用者負担額等の受領の

件です。ご説明をいただいたんですが、

第３項と第４項について、保育に要する

費用として見込まれているものの額と、

特定教育・保育費用基準額との差額に相

当する金額の範囲内で設定する額の支払

いを支給認定保護者から受けることがで

きる。当初の保育料以上にお金がかかっ

た場合には、追加でその差額分について

は請求することができますという中身と

思います。

　第４項については、さらに次に掲げる

費用として、日用品や行事への参加、給

食の主食費、その他の費用も説明をして

同意を得れば請求することができるとい

うことになっております。

　いわゆる保育料に上乗せもしくは実際

にかかったものについての実費請求の規

定だと思いますけども、保育所によって

中身というのは変わってくる可能性があ

るのか。そうしますと、保育の必要性が

あると認められた子どもや保護者が、入っ

た保育所によって負担が変わってくる可

能性もあるのか。こういうときに保育実

施義務の責任がある摂津市がどのように

関与していくのか、または指導性を発揮

することができるのかお聞かせをいただ

きたいと思います。

　また、同意のお話ですけども、事前に

説明をして同意を得るということが第６

項に規定されておりますけども、同意を

得られない場合は払わないで行事に参加

しないということになるのかお聞かせく

ださい。

　次に、保育料の設定についてです。恐

らくまだこの条例の中にはないかもしれ

ませんけども、制度全般にわたって保護

者にとっては非常に大きな関心事になる

と思います。先ほどもご説明ありました

ように、今まで保育というのは保育の提

供ということで現物支給を行ってきたも

のを、利用者に対して支払う現金給付、

代理受領ということで施設に払うという

形上はなっていますけど、現金給付とい

う形になってくるなど大きな制度的な変
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更が含まれていると思いますが、何より

も関心事は保育料が高くなるのか、安く

なるのかということだと思うんです。保

育料の設定について、これまで国基準よ

りも摂津市独自で減額をして保育料の決

定を行ってきたわけですが、これまでの

負担がふえないのかどうか。減免措置も

含めて今の状況をお聞かせください。

　次に、保育の必要性と保育の量につい

てです。これも今度の新制度の特徴だと

思うんですけども、保護者はみずからの

子どもを育てていく上での保育の必要性

について市町村から認定を受ける。先ほ

どご説明いただいた１号、２号、３号と

いう区分に分けられて、同時に保育を必

要とされている２号、３号については、

保護者の就業時間によって短時間、標準

時間ということで保育の時間、量も決め

られていくということになっているよう

であります。この認定や基準、保育の必

要性の認定、保育の時間についてどうな

のか。保育時間８時間と１１時間と規定

されるその線引きはどこにあるのか。同

時にあなたの保育は短時間、８時間です

よと認定されたときに８時間を超える保

育というのは、保護者の働き方によって

は延長保育という形になって延長保育料

が追加して発生すると思いますが、その

短時間の８時間の時間の設定というのは

どうなるのかお聞かせいただきたい。

　あわせて保育の必要性で障害児の保育

の受け入れについて、この条例や制度の

中でどのように位置づけされているのか

についてもお聞かせください。

　そして五つ目ですけども、摂津市だけ

ではなく全国的に大きな子育て・保育の

課題になっていると思いますが、待機児

童の解消という点です。この制度は待機

児童の解消も掲げられていて、企業など

の参入のハードルを低くすることによっ

て待機児の受け入れ施設をふやしていこ

うという意図もあると思います。

　摂津市の場合、８月１日からみなみせ

んりおか保育園が開園をいたしました。

ホームページに記されている保育の入所

状況などを見ますと、４月１日時点での

待機児童を調べてみますと１０２名です。

８月１日時点を見ますと１６０名とふえ

ています。これは新しい保育園ができた

けども、新しい保育園ができたことによっ

て今まで新しい保育園の開園を待ってい

た方々が待機児として表にあらわれてこ

られたのか、新たな保育の需要が喚起さ

れたのかお聞かせいただきたいのと、今

回のこの新しい新制度で待機児童の解消

に向けて摂津市はどのようにこの制度を

活用していくのか、推進していこうとし

ていくのかについてお聞かせください。

また、現状についても認識をお伺いした

いと思います。

　そして、最後に幼稚園についてであり

ますけども、私立幼稚園は今度新制度が

始まったときも、これまでどおり私学助

成を受けて従来の体制で園経営を行って

いくのか、もしくはこの子ども・子育て

支援法の体系の中に移行して施設型給付

を受けていくのかということで、ここは

選択が可能だというふうに聞いておりま

す。もう既に幼稚園の募集も始まってい

こうとしているわけで、それぞれの幼稚

園がどのように判断されているのか、こ

れまで意向調査も行ってこられたという

ことでありますので、現状の摂津市内の

幼稚園の意向状況や来年の選択はどのよ

うな状況になっているのかもお聞かせく

ださい。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　それでは、安

藤委員のご質問にご答弁させていただき

ます。
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　まず１点目、新制度がスタートし、平

成２６年度に募集が始まる。平成２７年

度からは新たな新制度のもとでというこ

とでございます。保護者の立場での入所

手続等の変更があるのかといったご質問

が１点目だったと思いますけれども、基

本的に幼稚園、保育所、認定こども園等

をご利用される保護者の方の利用手続に

大きな変更はございません。ただ新制度

ではそれぞれ、幼稚園を利用される方で

あれば１号認定、保育所・地域型保育を

利用される方であれば２号認定、３号認

定という、その保育の必要性の認定を決

める手続がございます。

　幼稚園につきましては、幼稚園に直接

利用申し込みをしていただいて、幼稚園

から市にまとめて認定手続をされ、市か

らまとめて幼稚園にお返しするというこ

とですので、幼稚園の保護者の方につい

ては特段大きな変更はございません。

　保育所また地域型保育を利用される方

につきましても、利用申し込みの時点で

並行して認定をする作業を行うこととな

りますので、利用者の方につきましては

従来どおり保育所であれば市に利用申し

込みをしていただければと思っておりま

す。

　地域型保育については保育所と同様、

市に利用申請をしていただいて３号認定

の認定証を受けていただいて、その後利

用をしていただくというような形になろ

うかと思います。

　認定こども園のご利用の場合について

は、認定こども園の３歳以上の教育を利

用される場合については直接利用申し込

みをいただいて、認定こども園からまと

めて幼稚園と同じように市に申請がござ

いまして、１号認定をまとめて市でさせ

ていただいてお返しする。保育を希望さ

れる場合は保育所と同様、保育の必要性

の認定が必要でございますので、２号認

定・３号認定を受けていただいて認定こ

ども園へ利用申し込みをしていただくと、

こういった形になろうかと思います。

　２点目の条例第１３条の利用者負担の

ところでございますけれども、第１３条

第３項で書かれております金額の支払い

につきましては国のほうの説明を読みま

すと、公定価格に加えて保育・教育を実

施する上で必要な金額、例えば特別に先

生を手厚くするであったりとか、基本的

な施設に加えてもう少し施設を充実させ

るといったこと、また、例えば英語やサッ

カーといった特別教育的なものを利用さ

れる場合がここらに当たるのかなと思い

ます。第４項で規定いたします分につき

ましては、行事に参加する費用であれば、

例えば夏祭りであったりクリスマス会へ

の参加に関する費用、食事の提供に関す

る費用であれば、同項第２号に掲げる方

を対象としておりますので、いわゆる主

食費的なもの、特定教育・保育施設に通

う際に提供される便宜に要する費用とい

うのは通園バス等といったものが当たる

のかなと考えております。

　それと利用者負担の部分で、第２３条

の中で掲示という項目がございます。こ

ういったものを徴収する場合には第２０

条で規定する重要事項に関する項目とあ

わせて掲示しなければならないというこ

とをうたっておりますので、利用者の方

についてはこういったことを見きわめら

れてそこの園を利用するといったことで

同意がなされるものと考えております。

　次に、保育料の設定でございますけれ

ども、現在市の保育所の保育料について

は、国が定める水準の押しなべて７割程

度の額で設定をさせていただいておりま

す。新しい新制度については、市町村民

税を基本とした利用者負担額の設定となっ
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ております。現在、保育料については所

得税額を基本ベースとした設定にしてお

りますけれども、新制度になりましても

国のほうで定めます水準というのはほぼ

現在と同額を示されておりますので、市

の保育料につきましても基本ベースの税

は変わりますけれども、それと同様な形

で今の現状の保育料負担が変わらないよ

うに料金設定をしていきたいと考えてお

ります。

　それと４点目、保育の必要性と量のと

ころでございます。長時間認定と短時間

認定の部分でございますけれども、国の

示す資料によりますと、長時間では就労

が月１２０時間以上の方が１１時間の教

育・保育時間、短時間認定の方について

は６４時間以上の方といった形になって

おりますので、私どものほうの長時間認

定、短時間認定の線引きというんですか、

すみ分けについては、１２０時間以上の

方については長時間保育を受けていただ

くといった形で考えていきたいと思って

おります。

　短時間認定となられた方は８時間保育

ということになりますので、おっしゃっ

ているように８時間を超えた延長保育料

ということを設定した場合に、逆に長時

間保育の利用者の利用負担額を超えてし

まうといったことも想定されることがご

ざいます。短時間保育となったときの延

長保育料の設定であったり、短時間保育

の時間設定、基本的には施設ごとに８時

間、その方々に合わすのではなくその施

設ごとの短時間保育の８時間を設定する

こととなろうかと思いますけれども、そ

こも含めて国のほうで今延長保育料の考

え方については詰められているところで

ございますので、私どもも動きを注視し

たいと考えております。

　次に、障害をお持ちの方の保育の認定

の件でございますけれども、現在国のほ

うで示されております保育の事由という

ところには、保護者の就労であったり妊

娠中であるとか、また出産後間がないで

あったりとか、保護者の疾病等々がござ

いますけれども、子どもさんが障害を有

しているというところの部分で保育の必

要性があるといった項目は入っておりま

せん。

　今後、保育の必要性の認定を行ってい

く中でこの国が定めます事由に加えまし

て市のほうで優先事項、例えばひとり親

家庭の方であったり、ＤＶ、子どもが障

害を持つ場合、こういったものが国のほ

うでも優先事項として考えるべきとして

挙げられておりますので、障害を有する

子どもが保育の必要性に値するのか、ま

た今までと同様に優先事項として取り扱

うのか、このあたりの議論については子

ども・子育て会議であったり、子育て支

援ネットワーク会議の中にも障害児相談

連絡会というのもございますので、ご意

見も聞きながら障害児の受け入れについ

ては検討してまいりたいと考えておりま

す。

　五つ目の待機児童の解消でございます

けれども、確かに委員おっしゃいますよ

うにみなみせんりおか保育園がオープン

いたしましたけれども、実質実待機数も

含めて全体の待機数というのはふえてい

る状況でございます。新たな保育ニーズ

の掘り起こし等もあったかと思います。

ですけれども、その分やはり保育を必要

とされる方の数がふえているということ

でございます。

　現在、市では子ども・子育て支援事業

計画を策定しております。その中では、

昨年度実施いたしましたニーズ調査も含

めて今後の将来人口等を含めて需要に対

する供給体制を整えていくことになって
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おりますので、そういった中で待機児童

の解消については議論していきたいと考

えております。

　最後になりますが、私立幼稚園の意向

でございますけれども、７月に市内の全

ての保育所、幼稚園、認定こども園に新

制度に対してどのような判断をされます

かという、第１次的な意向調査というの

をさせていただきました。その中では、

具体的に検討されている園が多くござい

まして、最終的な判断はまだされていな

いところがほとんどでございます。です

ので今回、施設型給付の公定価格もまだ

仮単価でございますし、制度の中身が見

えていないといったことも含めて、私立

幼稚園については最終的に施設型給付に

されるのか、従来どおりの私学助成を受

けられて経営をされるのか、ここは園の

ほうでの判断になろうかと思いますので、

最終的な調査等を通して私どもも動向を

把握したいと思っております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　新制度に移行して入所手

続がどう変わるのかという質問に対して、

細かなところで若干違ったり、申請の用

紙がふえたりということはあるけれども、

ほぼ今までと変わらないというお話であ

ります。

　もう少しお聞きしたいと思うんですけ

ども、幼稚園・認定こども園などについ

てはこれまでどおり施設と直接契約を結

ぶ。保育料も直接施設に払ってきた。保

育所の場合は、私立も公立も摂津市に申

し込みを行って、摂津市の公的責任とし

て保育を必要としている子どもに保育を

実施しなければならないという規定のも

とで公立か私立かに入所を決定していく

というようなやり方だったと思うんです

が、今度の新制度についてのその入所の

決定ですね、利用調整というような形に

なるんでしょうか。これは今までどおり

市に申し込んで、市がその必要度をチェッ

クして入所まで責任を負うという立場に

なっているのか確認をしたいと思います。

　それから、第１３条の利用者負担のこ

とです。事前に説明をして同意を求め、

あわせて第２３条でこういった保育を行

うのでこういった費用がかかりますよと

いうことで、重要事項とあわせて掲示を

する。それを見て判断をするということ

だと思います。

　もちろん、私立の幼稚園であったり認

定こども園であったり直接施設と契約を

結ぶわけで、今までもそういうような契

約形態だったのかなと思うんですけれど

も、保育所の場合は市が保育に欠ける子

どもたちの保育を実施していくというこ

とで、公・私立ともに摂津市が実施して

いく。私立の保育所には委託費を払って

事業をお願いしていたという立場にあり

ます。

　実質上、公立の保育所と私立の保育所

では園の経営方針も違ったりするわけで

すけれども、しかしそれでも同じ保育料

で市の実施責任として保育を受けている

ということですので、施設によってこの

上乗せ徴収とか実費請求というものが大

きく差があると経済的な理由によって、

例えば音楽に力を入れている保育所で、

先生を呼んで演奏をしますからこれだけ

余分にいただくんですよということが事

前に掲示してあるとしたら、最初からそ

こは選べない。しかし選べないけれども

市としてはそこがあいているからそこに

行ってくださいと利用調整を行って、自

己責任で自己の判断でそこは入れません

ということになりますと、今度は自己都

合で待機児としてカウントされなくて保

育の実施責任から漏れてしまうのではな

いかという心配もあるわけです。考え過
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ぎなのかどうか変わらないですけれども。

　その点でいうと、保育所に関してはこ

れまでどおり児童福祉法第２４条第１項

で保育の実施義務があるという形態が維

持されるわけですから、この規定のまま

でやるとしても一定市の指導性とか、調

整とかが必要になってくるかと思うんで

すが、もう少しお聞かせをいただきたい

と思います。

　続いて、保育料の設定については、今

まで所得税額で区分をして保育料は決め

られていた。国基準があるけれども、国

基準よりもほぼどこの自治体も利用者の

負担を軽くするために一定額、国基準よ

りも減額をして保育料の設定がされてき

たけれども、新制度のもとでも区分は所

得税区分ではなくて住民税区分となるけ

れども、これまでの保育料とほぼ同じぐ

らい、また複数の子どもがいる場合は第

２子、第３子の減免、それから国基準か

らの減免も今までどおりの設定を予定し

ているというふうに捉えていいのか、も

う一回確認をしたい。それから、保育料

の決定は最終的にはどこで議論をしてど

こで決定されて保護者の方々に示されて

いくのかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

　次に、保育の必要性についてです。今

ご説明いただいて、まだ国のほうが長時

間と短時間の区分の仕方または延長保育

の考え方というのがまだはっきりしてい

ないということであります。短時間と認

定されたお子さんが保護者のその日の就

業状況によって延長保育を受けることに

よって延長保育料が発生し、長時間保育

料よりも高くなってしまうという逆転現

象も可能性としてはあるというようなお

話をいただきました。

　施設が朝の７時からだと３時までにな

ります。一般的な保育所で３時までとい

うことは余りないので、スタート時間が

その施設によってうちの子は保育時間は

７時から３時までですと規定した場合に、

それぞれ働き方というのは朝１０時から

８時間で６時までの方については、コア

の３時までと施設が規定したら３時から

６時までは延長保育料になってしまうと

いうことになりかねないわけですよね。

８時間の認定であれば、８時間の保育時

間がきちんとそれぞれのお子さんや保護

者にマッチした形で８時間保育が保障さ

れるということが私は大事なことではな

いかと思います。もちろん、施設や子ど

もの集団生活をやる上で、みんなばらば

らの時間帯になるということにもいろい

ろな矛盾はあるかと思いますが、短時間・

長時間ということで認定した場合に費用

負担の問題にもかかわってくることとし

て、国の方針もあるかと思うんですけど、

市としては独自判断をすることが可能な

のかどうか、または判断するような検討

を予定しているのかどうかお聞きしたい

と思います。

　続いて、待機児童についてです。これ

は摂津市の今後の子ども・子育て支援事

業計画の目標設定にもかかわってくる問

題と思いますけども、ニーズ調査も行わ

れました。今までの幼稚園、保育所、認

定こども園に加えて小規模という参入し

やすいように基準、ハードルをちょっと

下げ目にしているような新たな区分も設

けられてきているわけですが、私は保育

や教育についても認可の通常の保育所や

幼稚園で対応すべきだというふうに思っ

ていますが、この小規模、家庭的保育事

業という枠組みもあります。また後ほど

その運営基準のほうは議論、審査される

と思うんですけども、市として待機児童

を解消していく上で、または保育や幼児

教育をどう進行していくということを進
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めていく上で、どの分野でやっぱり頑張っ

ていくんだ、このことによって待機児童

を解消していくんだというようなビジョ

ンが欠かせないのかなというように思っ

ています。子ども・子育て会議でも議論

されていくと思いますけども、現段階で

お考えになっていることをお聞かせいた

だきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　まず１点目、

入所の決定の関与でございますけれども、

幼稚園については幼稚園へ直接利用申し

込みをされて幼稚園での利用認定という

形になろうかと思います。保育所であっ

たり地域型保育につきましては市町村が

利用調整をするということになっており

ますので、市で最終的に調整させていた

だいて受け入れ先に行っていただくとい

う形になろうかと思います。

　２点目の保育所へ委託費を支払ってい

る、そういった中での市の指導性という

ご質問であったと思いますけれども、先

ほどご答弁させていただきましたように

重要事項であったり利用者負担額につい

ては掲示をしなければならないといった

規定もしておりますし、第５条におきま

しても特定教育・保育の利用に際しては

同じような形で重要事項を記した文書を

交付して、保護者の方に説明をして同意

を得なければならないといった規定もし

ておりますので、そういった中でご理解

をいただきながら利用いただけたらと考

えております。

　次に、保育料の決定の件でございます

けれども、現在の保育料の設定について

は委員おっしゃいますように、第２子・

第３子についての軽減措置をさせていた

だいておりますけれども、子ども・子育

て新制度においても現在そういったとこ

ろを市としては盛り込んでいきたいなと

考えております。ただ、保育料の決定に

つきましては、先ほど申しました国の水

準をもとにいくらにするかということに

つきまして、保育料審議会の意見また子

ども・子育て会議でもご意見を聞きなが

ら最終決定をさせていただきたいと考え

ております。

　それと、保育の必要性の部分でござい

ますけども、先ほど私、短時間認定が６

４時間ということが目安と言いましたけ

ども、国のほうでは今４８時間から６４

時間の間で市町村が定めるということに

なっております。本市においては現在も

６４時間という部分を設けておりますの

で６４時間で考えていきたいと考えてお

ります。

　その保育短時間の設定でございますけ

れども、個人個人に合わせた８時間をと

るのか、施設として８時間をとるのかと

いった部分については、今、国のほうで

も議論されているところでございます。

延長保育料の関係がございますので、短

時間利用者の方の利用者負担額は、教育

標準時間利用者よりも今、国が示してい

る案ではマイナス１．７％だけ利用者負

担額が少ないという設定でございます。

そういったところで軽減はされているけ

れども、延長保育料を支払えば結局、教

育標準時間利用者よりも高くなってしま

うというそごが生じるということで今、

国のほうで調整をされているところでご

ざいますので、私どもも国の動きを見て

いきたいと考えております。

　それと、待機児童に対する考え方でご

ざいますけれども、やはり待機児童の解

消については、私どもは基本的には子ど

もの集団的な生活とか成長を考え合わせ

たときには、やはり大きな規模で異年齢

の方が交流できるような施設、認可保育

所、認定こども園等が基本として待機児
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童解消に取り組んでいくべきだと考えて

おります。それを補完する意味で地域型

保育事業等を利用していただくというよ

うな形になろうかと思います。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　保育所の入所の決定につ

いては従来どおりというんでしょうか、

利用調整を行って市のほうが決定をして

いくということであります。

　第６条の正当な理由のない提供拒否の

禁止という条文がございます。そこには、

保護者から利用の申し込みを受けたとき

には、これを拒んではならないというよ

うなことが第１項にありまして、第２項

は特定教育・保育施設などの認定こども

園と幼稚園については、現在入っている

園児それから新たに申し込みをした園児

の数が定員を上回った場合については抽

選、申し込み順など厳正な公正な方法で

選考しなければならないというふうになっ

ています。これは現状の幼稚園の選考方

法に準拠したやり方と思うんです。

　第３項、これは２号、３号認定の子ど

も対象ですので、認定こども園と保育所

についてです。認定こども園の保育を必

要としている子どもや保育所の入所を希

望している子どもが定員をオーバーした

場合についての規定が第３項に書いてあ

る。総数が上回った場合については、支

給決定に基づいて保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる支給認定子ども

が優先的に利用できるように選考するも

のとすると書いてあります。先ほどもご

説明いただいたように、優先度合いにつ

いて加算していく。先ほど障害を持って

いるお子さんは現状ではこういった優先

度の中で加算されながら優先順位が上がっ

ていくような措置を運用上とられている

と思うんですが、疑問に思うのはこの条

文の主語は「特定教育・保育施設は」と

なっている。「特定教育・保育施設は」

で、最後に「選考するものとする」とい

うことになりますと、現状と今度の新た

な制度の下もとおいても、最終的に入所

決定し選考していくのは、保育所の場合

は市でなければならないと思うんですが、

これでは特定教育・保育施設が選考する

ものとするというふうに読めるんですね。

そうすると、実態の制度と条文との間に

矛盾があるんではないか。このとおりで

いけば、市の関与は一応利用調整はする

けれども最終的には施設の側が独自の判

断で選考することができてしまうような

条文になっているんですが、その点の疑

問についてお答えをいただけたらと思い

ます。

　それから、上乗せの徴収についてです

けども、事前に説明してもらって掲示も

してその中で判断をしていくということ

でありますけれども、今既存の保育施設

や幼稚園の施設が非常に特殊な保育内容、

教育内容をやることによって多額の負担

が保護者に乗っかっているかということ

ではなく、今後この制度を実施してく上

で新たに保育所や特定教育・保育施設が

参入してきたときに特色を出そうという

ことで、最近はやりの英語教育でネーティ

ブスピーカーを呼んで、１日保育時間の

うちのこの時間は英語に充てますので保

育所はこれだけの費用が必要ですと掲示

されるというようなケースもあると思う

んです。そういった場合に利用調整をさ

れて、同じ土俵のもとで「あなたはここ

ですね」ということで、「そこしかあい

ていませんので、そこに行ってください」

と。「わかりました」と言ったときに重

要事項を見てびっくりして、ここには入

れませんということになってしまうこと

がないのかどうか。そういうときに利用
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調整を行う市として、または同時に保育

を必要としている子どもの保育の実施責

任のある市として調整を図る、またはそ

ういった責任が生じるのではないかなと

思うんですが、その責任についてどう考

えるのか。

　もうそこから先は直接やってください

という話に僕はならないと思うんです。

幼稚園、認定こども園については直接契

約でしょうけども、保育所の場合は違い

ます。そういう点について、もう一回説

明をいただけたら、お考えをお聞かせい

ただけたらと思います。

　保育の必要性と量の問題で延長保育料

にもかかわってですけども、今回この制

度をつくり上げていく中で、国からの政

省令が非常におくれていたり公定価格も

おくれたり、市町村が条例をつくってい

く上では事務作業が困難をきわめている

というふうに聞いております。今回の分

についても、また同時にこの子ども・子

育て制度の中には学童保育の基準も市町

村が認可していく条例をつくらなければ

ならないのですが、他市はもう９月議会

に出ていますけども、摂津市の場合はま

だ９月議会には出ていないですね。おく

れているわけですね。

　ですから、国の基準を待っていると、

市として動きようがないわけです。どん

どん日にちが来る。市としていろいろ認

定基準をつくっていったり、市として地

域性や市の考え方、就学前教育を一生懸

命やっておられます。摂津市の手引もつ

くられておるわけですから、そういった

立場に立ってこうあるべきだというとこ

ろで、私は情報も集めながらその方向で

やるべきだと。延長保育料が上乗せにな

らないように、それぞれの子どもや保護

者の方々の就業の実態、子どもの保育を

受ける権利保障という立場から一番最善

のものの検討を進めていくということが

必要だと思うんです。その立場にぜひ立っ

ていただきたいと思います。その認識を

お聞きしたいと思います。

　待機児童については、あくまで認可保

育所と認定こども園が主だと。新たにつ

くられた家庭的保育事業などの地域型保

育は補完的なものだということでありま

すが、最近の保育所の待機児童解消のた

めに保育定員の弾力化ということで、定

員の１１５％までが現状摂津市で入所さ

れていると思うんですけども、定員の遵

守という条項が第２２条にあったと思い

ます。例外措置もあると思うんですね。

認可保育所はそのままの状況で、希望が

認可保育所であって、定員をオーバーし

て詰め込みをしていくというのはやっぱ

りよろしくない。認可保育所を主とする

んであれば、認可保育所をふやしていく

ような事業計画を立てていく、ふやすよ

うに誘導していくというようなことが市

として主体的な立場に立つべきだという

ふうに思うわけです。そういうお考えに

ついてもこの際お聞きしておきたいと思

います。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　条例第６条第

３項中のところでございますけれども、

特定教育・保育施設の子どもの必要性の

高いと認められる支給認定子どもが優先

的に利用できるように選考するものとす

るとしておりますけれども、保育所等に

つきましては先ほどご説明させてもらい

ましたように、市町村が利用調整をする

ということになっております。第２章で

は特定教育・保育施設の運営に関する基

準、第２節で運営に関する基準というこ

とで、特定教育・保育施設が選考するに

当たって当然、市町村とも利用調整を行

いながら決定をしてまいりますので、協
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議しながら単独で特定教育・保育施設だ

けが選考するのではなしに、市町村と利

用調整をしながら協議しながら選考して

いくことになろうかと思います。

　それと、利用者への利用者負担等の掲

示等とかが入所決定がされてからされる

のでは、保護者の方にとってはちょっと

遅いんではないかといったご質問だった

と思うんですけれど、私どものほうも教

育・保育施設、幼稚園、保育所等を所管

しておりますけれども、そういった中で

民間保育園をはじめさまざまなところで

取り組まれております教育・保育内容、

プラスアルファの実費負担等の内容につ

いては、詳細には把握できていないとこ

ろもございます。本来であれば、そういっ

たところを事前に集約して、利用申し込

みの際に情報提供するということが必要

なのかもわかりません。公立保育所につ

いては周知させていただくことができま

すけれども、民間保育園についてはそれ

ぞれのホームページ等で、周知をされて

おりますのでそういったところのご案内

をすることになろうかと思います。

　それと、認定基準の部分でございます

けれども、障害児の入所も含めてさまざ

まな形態があろうかと思います。保育所

を利用される方は待機児童も発生する中

で本当に需要が多い事業でございます。

そういったところで、全ての方々が保育

を受けられるように私どものほうも子ど

も・子育て会議等の中で議論をしていた

だいて、最善のものとなるような制度と

してまいりたいと考えております。基準

についても、会議等のご意見をいただき

ながら決定してまいりたいと思います。

　それと、定員の遵守のところでござい

ますけれども、おっしゃっているように

認可保育所をふやしてというところがご

ざいます。ただ、これは民間保育園等も

含めてハード面の整備等にもなろうかと

思います。あと、弾力的運用として、当

初は１１５％、年度途中１２０％の受け

入れをお願いしておりますけれども、国

のほうなりの指導では弾力的運用ではな

しに定員の増加を図るようなことも盛り

込まれておりますので、定員の増がにつ

いても認可保育園、民間保育園にはお願

いをしていきながら待機児童の解消につ

なげていければなと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　第６条の選考の件なんで

すけども、今参事からもお話ありました

ように、実態はご説明いただいたように

市が利用調整を行って、この施設とも一

緒に協議しながら最終的に選考して入所

決定は行うということだと思うんです。

ただ、実際のことと、ここに書かれてい

る第２項はわかるんです。幼稚園と認定

こども園。第４項でこういった選考方法

で選びますよということで明示をした上

で、公正な方法で選考しなければならな

い。これは現状でも公立幼稚園でもその

ようにされておられると思います。ただ、

保育所については選考するのは事業者で

はなくて主体は市であるべきであって、

この表現というのは実態からはちょっと

離れている。特に根本的な条例というこ

とで内閣府令で参酌もしくはこのまま引

用されている中身だと思うんですが、府

省令もこういう表現になっているんです

けど、実態と違うんじゃないかなと思う

わけです。これは一番大事な基本的な条

例であって、誤解を招くような表現はよ

くないなと思います。修正や改善等必要

だと思います。

　それから、上乗せ徴収については市と

して掲示が早い、遅いということではな

くて、保育が必要な子どもを利用調整に

よってあいているところなどを調整して
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いただいて、ここに決まりましたという

ことで通知をするわけですよね。最初、

もちろん第１希望、第２希望ということ

で出されますから、掲示を見て希望に入

れなければそこになることは少ないのか

もしれませんが、そこだけがあいていた

というようなケースも考えられるわけで

す。そういったときに、保育の実施責任

として最後まで責任を持って、保育実施

のためにいつまでも待機児にせずに保育

を提供できるように市が責任を持ってい

くという立場に立つとか、もしくは余り

にも費用面で差がある場合について一定

の調整に入るというような立場に立つべ

きではないかという意味で質問をさせて

いただいているんですけれども、そういっ

たことは想定されていないのか、そうい

うことがあったとしたらどうなのかも考

えていく必要があると思いますけれども、

もう一回だけ聞きたいと思います。

　それから、保育の必要性と保育の量、

それから保育の必要性の要件、障害児に

ついても先ほども申し上げましたように

保育を受ける子ども、保護者の実態に即

した形で市が対応するように要望してお

きたいと思います。

　それとあわせてこの際お聞きしたいん

ですけども、今度この子ども・子育て支

援のこの制度は保育の充実を当然ながら

図らなければいけないそのためには財源

が必要になってくる。国のほうでは消費

税の増税分のうちの７，０００億円を財

源に充てます７，０００億円プラス４，

０００億円で１兆１，０００億円を財源

にしてます。これを市町村に交付してい

こうというふうに説明をされていました

けども、現状ではプラス４，０００億円

というのがまだ調達のめどがたっていな

い。７，０００億円についても、満額確

保できるというのが２０１７年です。２

０１５年から新たにスタートするのに、

まだその先になってしまうわけです。２

０１５年スタートで消費税増税分だけを

財源にしてると、財源保障という点でも

非常に心もとないのが実態で、恐らく市

の担当も大阪府の担当も本当に来るんや

ろうかと、本当に充実させていっていい

んだろうかというような心配事もあるか

と思います。施設を充実させていく上で

も学童保育、これもまた１２月議会の議

論になっていくかと思いますけども、学

童保育でもサービスの拡張というのが示

されて認定基準もつくられていくと思い

ますし、地域子育て支援事業として延長

保育・病児保育・預かり保育であるとか

１３事業ありますよね。そういったもの

をこれまでやってきた事業に対して財源

的な補填がきちんとなされていくのかど

うか。以前ご説明をお聞きすると、国か

らの公金は一旦大阪府に入って、大阪府

がそれぞれの事業に振り分けるというこ

とです。しかも、必要な財源ではなくて

限りある財源の配分ということですから、

実際に摂津市はこういう今までやってき

た運用ができなくなるとか、もしくは学

童保育や預かり保育のように充実を図っ

ていこうと、または地域の子育て支援の

拠点事業についても今拡張を図ってきて

いただいていますが、それについての充

実を図る上で交付金がおりてこないとか

というような可能性が大変心配されてい

るわけですけども、その辺の財源の確保

のめどであったりそうでない場合でも、

今既にやっている事業について、それか

らこの間議論になってきて多くの要望が

あって改善方向に検討が始まっているも

のについては、やはり努力をして進めて

いくための検討をするべきだと思います

けど、この際一緒にお聞きできればと思

います。
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○嶋野浩一朗委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、安藤

委員のご質問のうち、第６条第３項で保

育所の利用決定のあり方についてのご質

問でございますけども、現在既に保育所

については、措置制度ではございません。

市が措置をして保育所を決めて利用して

いただくという制度にはなっておりませ

ん。そうすると、措置制度ではない制度

といったら何かと考えたときに、これは

やっぱり利用制度になるんだろうなとい

うふうに思います。基本的には利用者の

方、保育所でしたら子どもの保護者と事

業者との契約という形になると思います。

ただ、当然そうは言ってもなかなか利用

者がみずからの力で保育所を見つけて入

所まで決めていくというのは大変なこと

だと思いますし、そういった情報も持て

ないというのも事実だと思います。そう

いった意味で、今回改めて制度設計がな

されて確認制度に移行することに伴い、

当然市として給付をする以上、その事業

者に対しても一定の責任を持っていただ

く、保育の利用についての支援に対して

責任を持っていただくという意味で、第

７条に規定しております市の利用調整な

りあっせんについて、事業者としても責

任を持って対応してくださいよという形

の仕組みになっていると思いますので、

そういった全体的な制度の捉まえ方とし

てご理解をいただきたいなというふうに

思っております。

　それから、通常の利用者負担とは別途

に上乗せというんですか、そういった取

り組みをしたときに、別途利用者負担を

求めるということでございますけども、

今までも現実的に私立の保育園等ではそ

ういった取り組みをされておりますけど

も、それにつきましていろいろご相談を

受けるということは今まで経験はないか

と思います。今ご指摘のようなご心配事

がないかと言えばなかなか難しいかと思

いますけども、基本的にはやはり私立の

保育園につきましても保育の必要な方に

ついて、これは理由もなく拒否できるわ

けではないわけでございますので、今の

おっしゃってることが本当にその理由に

当たるのかということは疑問でございま

すし、それから当然先ほども言ってます

ように、市のほうの保育の実施の関係で

あっせん、協力依頼があるわけですし、

市としても当然、これは相談窓口等を設

けてそういった利用に当たってのいろい

ろな問題等あるいは相談等があれば対応

していくということが必要となってまい

ると思いますので、その中で対応してい

きたいというふうに、場合によっては私

立の保育園といろいろ話をすることもあ

るかというふうには思っております。以

上です。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　この新制度に

伴う財源の部分でございますけれども、

保育所、認定こども園また幼稚園が施設

型給付のほうに移行された場合につきま

しては、市のほうとして施設型給付費を

払うことになりますけれども、その場合

の負担割合については国が２分の１、市・

府が４分の１ずつということでお聞きを

しております。ただ、私立幼稚園につき

ましては施設型給付に移行しないで私学

助成に残られるという選択肢もございま

すので、私学助成を選択される私立幼稚

園がある場合については従来どおりの府

からの私学助成を受けられて運営をされ

るという形になろうかと思います。以上

です。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　部長からもご答弁をいた

だきました。実態と条文について、こう
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いった解釈で国はつくられているんだろ

うということでのお話だと思うんですけ

ども、実際に読んでみたときの位置づけ

が措置制度はもうなくなって、言ったら

直接契約じゃないけれども利用制度だと

いうようなことでちょっとよくわかりに

くいんですけれども、いずれにしても児

童福祉法２４条第１項が復活したという

意味は大きいんだと思いますね。保育を

必要としてる人に対して保育を実施しな

ければならない。もちろんその下には、

この保育の実施義務を薄めるような中身

の項目もありますが、それは基本的には

他の保育所とは別に認定こども園・幼保

連携認定こども園であったりとか小規模

地域型の保育にあっせんをするというん

ですかね、適切な措置を速やかに事業所

にも求めていますし市に対してもそうい

うところで求めておりますけれども、実

施責任というところまでは少し弱まって

児童福祉法第２４条第２項以降、少し弱

まってはいます。しかし、摂津市がこの

保育事業を行ってきたのは保護者の方々

や市の担当者の方々が努力されてきて、

子育てしやすいまちをつくろうというこ

とで子育て支援を行ってきて保育でも国

基準よりも保育料を低く抑えたりとか、

独自の保育施策、就学前教育手引をつくっ

て摂津市独自の就学前教育をやろうとい

うことでの積み重ねがあるわけですし、

同時に第２４条第１項の実施責任という

ものについては引き続きそれは生きてい

るものだという立場から立つと、この条

例の中での項目として「事業者が選考す

るものとする」となりますと書いてあり

ますと、そういった立場があやふやなも

のがよりあやふやなものになってしまう

という点でいうと、それでは私はちょっ

と承服しかねるかなと思っております。

　それから、費用負担・財源保障につい

て、特定教育・保育施設や地域型施設の

施設給付の財源についてご説明いただい

たんですが、条例から少しずれるのでご

答弁できないのかもしれませんが先ほど

ご質問したのは、子ども・子育て支援制

度の中でこういった施設給付をする特定

教育・保育施設の事業とは別個に子育て

支援事業というのがありますね、言葉が

ちょっと正確じゃないかもしれません。

事業があってそれについてもやっぱり進

められていくものだと思いますし、交付

金という形で財源保障がされるというふ

うには聞いているんですけども、その財

源についてもまた恐らくこれもはっきり

と国や大阪府の方針が決まっていないと

いう面もあって、学童保育の条例も少し

おくれているんではないかというふうに

は認識はしてるんですけど、今まで摂津

市が行っている子育て支援事業が新制度

に移行した中で、財源保障が非常に不明

確な中でも今までやってきたものとして

はしっかり守っていくのか、もう財源保

障があやふやだからやめてしまうという

判断に立つのかというところは、私は非

常に注目をしていまして、子ども・子育

て支援制度の新体制が始まっても今まで

の積み重ねを生かして充実をさせていく

という立場にぜひ立ってほしいという立

場でちょっとお聞きしたんです。もし何

かあったら聞かせていただきたいと思い

ます。

○嶋野浩一朗委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　今ご質問があり

ましたように、保育や幼稚園以外の子育

て支援の部分に係る部分につきましては、

これまでも次世代の育成計画の中で計画

を立てて実施してまいりました。今後そ

の次世代育成計画で実施できたもの、あ

るいはまだ未実施のもの、今後また取り

組んでいかなければならないものにつき
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ましてもこの今度の子ども・子育て支援

事業計画の中に継承して取り組んでいき

たいと思っておりますので、この保育所

それから幼稚園、認定こども園等にとど

まらず子育て支援全般につきましても、

今後また事業計画を検討する中で、より

拡充的な形での取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　ほかはございます

でしょうか。

　南野委員。

○南野直司委員　子ども・子育て支援法

の制定に伴いまして本条例を制定すると

いうことでございます。これは条例の中

身ですけども国の定めた基準がほぼかな

とは思うんですけども、中には先ほども

話が出てたかもしれませんけども各自治

体が参酌して、地域の実情に応じた条例

を制定することもできる中身もあるかな

と思うんですけども、その辺を今回の条

例の制定の中でどのようになったのか、

その点だけお聞きしたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　国が定めます

条例の中で従うべき基準と参酌すべき基

準というのがございました。従うべき基

準とは適合しなければならない基準では

ございますけれども、必ずしも一致の内

容を記載するのではなしに許容される範

囲の中であれば地域の実情に応じた内容

を盛り込むことができるということになっ

ております。参酌すべき基準というのは

十分参照した結果としてであれば地域の

実情に応じて異なる内容を定めることが

許されるということになっております。

　この条例の内容につきましても、子ど

も・子育て会議の中で従うべき基準、参

酌すべき基準がこういう条文ですよとい

うことはご説明をさせていただきました。

その中では、例えば他市におかれまして

は暴力団排除に関する条例を盛り込んだ

らどうだといった議論もあったと聞いて

おります。本市におきましてもそういっ

たところについては話はありましたけれ

ども、市のほうで暴力団排除に関する条

例を定めておりまして、その中で事業主

の責務というのもうたっておりますので

その辺については盛り込む必要がないん

じゃないかといったこと。それと、国の

ほうでは例えば連携施設の確保という部

分がございます。例えばへき地や離島と

かいったところは連携施設の確保の除外

の施設ですよというところもありました

けれども、摂津市においてはそういった

地域はないといったところであえて条文

からは外させていただいております。

　子ども・子育て会議の中で２回議論を

していただきまして、摂津市の実情を踏

まえ摂津市の子ども・子育て支援に合う

ような内容で議論をしていただいて今回

提案させていただいているところでござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　わかりました。子ども・

子育て会議を開催していただいておりま

すし、ニーズ調査等々のお声もありなが

らこの新制度にしっかりと多くの声が反

映できるようによろしくお願いします。

以上です。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　国の制度もまだしっ

かりと最終的に決まっていない中で担当

課としても苦労なさっていろいろ検討さ

れていることと思います。先ほどからい

ろんな意見が出ておりますけれども、最

終的には保護者の方たちがしっかりとこ

の支援制度が変わったということがご理

解いただけるように、前回も言いました

けども周知していただけるような啓発も

必要というふうに思っております。
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　１点だけ子ども・子育て会議が今２回

行われてますけれども、基本的にはこの

子ども・子育て会議の意見をしっかりと

この条例の中に反映するということが位

置づけされておりますので、私は子ども・

子育て会議の中でこういった議論をして

いただいて、ここに反映していただくと

いうのが基本ベースだというふうに思っ

ております。

　ただ１点子ども・子育て会議に出席を

皆さんがきっちりされているのかどうか

だけ確認したかったのと、メンバーが全

員そろっているのかなというところで気

になったんです。というのはたしかメン

バーだった方のお顔が見られない方がい

らっしゃったかなと思ったので、その１

点だけ。

○嶋野浩一朗委員長　会議の状況はわか

りますかね。

　小林参事。

○小林次世代育成部参事　子ども・子育

て会議委員は１６名参画していただいて

おりますけれども、平成２６年度は第１

回を７月３日に開催いたしまして、その

中で３名の方がご欠席でございました。

１３名で議論をさせていただきました。

第２回につきましても１６名中１３名の

出席のもとで会議を開催させていただい

たところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　会議のメンバーを決

められて出席していただく中で、この子

育て会議に関しましてはたしか報酬が発

生してると思うんです。ですから出てこ

られない方にはそれなりの理由があると

は思うんですけれどもきっちりと確認し

ていただいて、できましたらやっぱり幼

稚園・保育園の担当の方もいらっしゃる

し保護者側の意見の方ももちろんいらっ

しゃると思うので、全ての皆さんにそろっ

ていただいていろんな意見を出していた

だくように努めていただけるように、努

力していただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　以上で、質疑を終

わります。

　続きまして、議案第５７号の審査を行

います。

　補足説明を求めます。

　登阪次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　それでは議案第

５７号、摂津市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例制定

の件につきまして、補足説明をさせてい

ただきます。

　本条例は、児童福祉法に基づき、摂津

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定めるため、摂津市子ども・

子育て会議での検討結果を十分尊重した

上で提案させていただくものでございま

す。

　それでは、本条例における主な条文に

ついて、ご説明させていただきます。

　２ページをごらんください。

　第１章は総則規定でございます。

　第３条中「家庭的保育事業等」とは主

に３歳未満の乳幼児を対象とした事業で、

利用定員が５人以下で家庭的保育者の居

宅等で保育を行う家庭的保育、利用定員

が６人以上１９人以下で保育を行う小規

模保育、保育を必要とする乳幼児の居宅

において家庭的保育者による保育を行う

居宅訪問型保育、事業所内の施設におい

て従業員の子どものほか、地域の保育を

必要とする子どもの保育を行う事業所内

保育の四つの事業でございます。

　第４条では市長が、第５条では家庭的

保育事業者等がこの条例で定める基準を

超えて、常にその設備及び運営の水準の

向上に努めるものと規定しております。

　３ページをごらんください。
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　第７条では、議案第５６号でもご説明

いたしました保育所等の連携施設の確保

について規定しております。

　４ページをごらんください。

　第１０条では、職員の知識及び技能の

向上等や研修の機会の確保について規定

しております。

　５ページをごらんください。

　第１６条では、食事の提供について、

居宅訪問型保育事業者を除く家庭的保育

事業者等は、みずからの事業所内で調理

する方法により食事を提供しなければな

らないと規定しております。

　６ページをごらんください。

　第１７条では、前条の規定にかかわら

ず、食事の提供の特例として、搬入施設

において調理し、搬入する方法により行

うことができると規定しております。

　８ページをごらんください。

　第２章は、家庭的保育事業についてで

ございます。

　第２３条は、家庭的保育事業を行う場

所及び設備の基準について、９ページの

第２４条は、家庭的保育事業の職員の配

置について規定しております。なお、本

市独自基準として、第２４条第３項にお

いて、職員の複数配置と最低１名は保育

士資格を有する家庭的保育者が事業を行

うことを規定しております。

　１０ページをごらんください。

　第３章は、小規模保育事業についてで

ございます。

　第２８条は小規模保育事業の区分につ

いて、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型とし、第２９条

については、設備の基準について規定し

ており、保育室等が設けられている２階、

３階及び４階以上の階ごとに常用及び避

難用の区分、それぞれの区分に設けられ

るべき施設又は設備について規定してお

ります。

　第３０条から第３７条にかけて、それ

ぞれの保育士等の職員の配置、設備基準

等について規定しております。

　本市独自基準として、１５ページ、第

３５条第２項において、小規模保育事業

Ｃ型の場合、最低１名は保育士資格を有

する家庭的保育者が事業を行うことを規

定しております。

　第４章は、居宅訪問型保育事業につい

てでございます。

　第３８条から第４２条にかけて、居宅

訪問型保育事業者が行う保育の提供内容

について、職員の配置、設備及び備品、

障害や疾病を有する乳幼児を保育する場

合は、あらかじめ連携する障害児入所施

設等を確保しなければならないことにつ

いて規定しております。

　１６ページをごらんください。

　第５章は事業所内保育事業についてで

ございます。

　第４３条におきまして、利用定員数ご

とに自社社員の子ども以外の乳児又は幼

児の数を規定しております。

　第４６条では、利用定員が２０人以上

の保育所型事業所内保育事業所には連携

施設に関する特例として、保育の内容に

関する支援等や代替保育について、連携

協力を求めることは要しないと規定して

おります。

　第４８条には、利用定員１９人以下の

小規模型事業所内保育事業については、

保育士以外の保育従事者を配置すること

もできるが、保育従事者の半数以上は保

育士とすると規定しております。

　附則といたしまして、この条例の施行

期日を規定するほか、食事の提供、連携

施設、小規模型保育事業Ｂ型、事業所内

保育事業、利用定員に関する経過措置を

規定しております。

　以上、条例制定の補足説明とさせてい
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ただきます。

○嶋野浩一朗委員長　説明が終わりまし

た。

　質疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　議案第５７号、続いて質

問をしたいと思います。

　議案第５６号で子ども・子育て制度の

確認制度に基づいて施設型給付の規定を

まとめた条例があって、今度は地域特定

教育・保育施設というんでしょうか地域

型というんですか、子どもの数が１９人

以下の小規模な保育の事業が新たに規定

され区分設定されその運営基準について

は市町村が条例によって設けるというこ

とで、まさに摂津市の独自性や市の姿勢

が問われている条例になってくると思い

ます。

　今回いただいた資料から見ますと、家

庭的保育事業と小規模保育事業Ｃ型にお

いて、職員配置それから保育士資格要件

については国の基準の上乗せで充実した

中身で提案をされているということにつ

いては、子ども・子育て会議の中でもこ

ういった議論もされていた様子も見させ

ていただいたんですけども、国基準どお

りではなくて市独自で上乗せをされてる

ということについては評価できる点だと

いうふうに思っています。通常の民間の

保育所や教育施設と違って１９名以下と

いうことで、小規模だということで施設

とか保育基準についてもハードルが場合

によっては認可保育所よりも引き下げら

れている。いろいろ事業者が参入しやす

くするためにというような意図があると

は思うんですけども、しかし同じように

保育を必要としている子どもに対して、

小規模だからといって保育の質に格差が

生じるということはやっぱりあってはな

らないと思います。特に大事なこととい

うのは、子どもの保育の時間の安全を最

優先に確保しなければならないことでは

ないかと思うわけです。

　先日もいろいろなところで議論をして

おりますけども全国でも小規模な保育所、

駅前のベビーホテル的なものも含めて認

可外保育所での事故というのが非常に多

いと報道もされております。厚労省が保

育施設における事故報告の集計というの

もされていてそれを見てみますと、２０

１２年には認可外保育所で１２人の子ど

もが亡くなっています。認可保育所は６

人ですね。２０１３年になりますと認可

保育所では４人と認可外保育所では１５

人ということです。認可保育所は全国で

２万４，０００施設ほどありますが認可

外保育施設は事業内保育所を除いて７，

７３９か所ということで、３分の１から

４分の１ぐらい少ないにもかかわらず死

亡事故というのが３倍以上にもなってい

る。これは東京新聞でまとめておられる

数字なんですけども平均で人口１０万人

当たりの死亡事故について資料が出てる

んです。例えば警察官は１０万人の中で

年平均０．３人が事故で死亡されるんだ

そうです。消防士の方は０．６９人。や

はり危険な職務ということで亡くなられ

る危険の高い方だと思うんです。自衛隊

の方は２．２８人だというふうに集計さ

れているんです。認可外保育所、先ほど

２０１３年は年間で１５人亡くなられて

るということですが、これを同じように

人口１０万人当たり何人かというと、８．

１人なんです。非常に危険な任務につい

ておられる自衛隊員や消防士や警察の方

よりも何倍もの死亡の件数割合が高いん

です。その中の特に特徴的なのは、お昼

寝中のうつ伏せ寝の中で容体が急変して

対応がとれずに亡くなられるというな事

故が起きているんです。これはここ近年
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だけの問題ではなくてずっと同じような

事由で続いてきているということで、私

はこういったような事故は絶対に摂津市

が認可した小規模保育所で起こしてはな

らないというふうに思います。もちろん

摂津市だけではありませんけども、しか

し今回は摂津市が小規模保育事業として、

あなたは家庭的保育事業者ですよと認可

をするわけですから、安全を最優先にし

た基準を設けた上で責任を持って認可を

していかなければならないということが

大前提にあるんではないかと思うんです。

　そういった立場から今回の家庭的保育

事業の各区分ごとを見てみますと、国基

準では家庭的保育者１名について３人ま

で子どもをみれますよということです。

ですから３名の子どもであれば、たった

１人の保育者でみてもいいよというのが

国の基準だったのを、万一急用で３人の

うち１人の子が病気になったときにその

子にかかってる間にほかの子の目配りが

できない、もしくは電話があったりトイ

レにいっていたりちょっとした目を離し

たすきに何かあったときに対応がとれな

いというような中で、これは国基準では

危険だということで複数配置ということ

に最低２名の配置を今回設けられている

んですね。非常にこの点の上乗せという

のはいいことだなというふうに思います。

あわせて保育士の資格も、この家庭的保

育事業の国基準では保育士資格は必要と

されてない。研修を修了した保育士また

は同等以上の者というような基準である

ものを、最低１人は保育士資格を有する

ことを条件にされてるという点について

も施設の中で子どもの安全を見守ってい

くという立場から立つと、これは大きな

プラス面だと思います。それから小規模

事業のＣ型についても同じように複数配

置、小規模のほうは必ずこれは複数にな

るんですけども最低１人は保育士資格と

いうことで上乗せされてるということで、

やはり人員の大人の目が子どもたちにき

ちんと行き届くような配置をする。それ

から専門的な知識を持った方が事業所の

中で働いておられるということが何より

も重要だと、そういった認識に立っての

こういった上乗せ基準だというふうに思

うわけです。

　その一方で小規模保育所事業のＢ型、

６名から１９名の子どもをみる施設にな

ります。その施設では保育士資格が保育

者の２分の１でいいという基準になって

いるんです。それから居宅型訪問事業、

これはご家庭に保育者が伺ってそこで保

育をするというものだと思うんです。１

対１、１人の保育者に対して１人のお子

さんということになるわけですけども、

ここでも複数配置ではなく１人でありま

すし保育士資格を要しておりません。と

ころがこの居宅型保育事業というのは、

病気を持っておられて集団的な保育を受

けられないとか、障害を持っておられて

なかなか保育所に入れないというような

人たちが対象になるということも想定さ

れている。そうすると非常に体の急変を

起こしやすいような子どもたちと、しか

も深夜にみる機会がふえてくると思いま

すから１対１というのは子どもをみてい

くという事業としては非常に不安であり

危険ではないかと思います。この上乗せ

基準にした家庭的保育事業や小規模事業

のＣ型の立場から立ったら、やはりＢ型

や居宅訪問型事業についても人員の配置

基準であるとか保育士資格の要件をもう

ちょっと厳しくするような手だてが必要

ではないかなというふうに思うんですけ

ども、その点の議論はどのようにされて

きてるのかお聞かせをいただきたいと思

います。
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　それから条例１６条、１７条にありま

す食事の提供と特例についてです。現状

は認可保育所の場合ですと食事の提供は

施設内の調理室で調理員さんがつくって

提供する。それが民間の業者であるのか

保育所内の調理員さんが直接やっておら

れるのか、それはそれぞれの園の方針に

もよるかと思いますが、少なくとも同じ

施設内でつくったものを子どもたちに提

供していくことになっているわけです。

　今回、この小規模保育については食事

の提供をする者にはなっていますけども、

例外措置が幾つかあります。外部からの

搬入施設というのも規定されていて、連

携施設もしくは同じ法人や医療機関であ

れば外でつくったものを持ってきて提供

しても構わないよというような条項が特

例措置の中にも記されているんです。先

ほど中学校給食で外部でつくられたもの

を持ってくるということについて安全性

の問題を指摘しましたけども、保育所で

みる乳幼児というのは中学生よりもうん

と小さくて自分の意思を表現することが

できなくて、成長の度合いや日々の健康

状態によって、または流動食の進め方に

ついても１人１人細かな対応をとらなけ

ればいけないということからいうと、目

に見える場所で調理をし直接保育士さん

と連携をとって食事を提供するように、

これは小規模であっても安全性の問題を

確保する点からは必要だと思うんです。

この点は国基準のままになっているんで

すけども食事の提供についての例外措置

というのをこのように設けていくという

ことになりますと、場合によっては現状

は今小規模保育事業者というのはいない

のかもしれませんが、今後参入してきて

仮に補完的な保育施設だと位置づけてい

るとしても、預かってもらう保護者や子

どもにとってはそこが生活の場でもあり、

唯一の保育を提供していただく場所でも

あるわけですから安全の保障という点で

は問題があるのではないかと思うんです

けども、その辺のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、保育のスペースについても

面積基準が設けられております。とりわ

け地域型小規模保育事業は０歳から２歳

が中心になってくるというので、乳児で

ずっとベットで寝ているお子さんからちょっ

と寝返りをうつようになったお子さん、

ハイハイをしたり少し歩き出したりと目

の離せないような時期に差しかかるお子

さんと年齢の違うお子さんを小規模でみ

ていくわけです。面積基準は明記はされ

ているんですけども、少なくとも保育所

と言えば朝から晩まで、睡眠をするスペー

ス、それから食事や遊びの中でいろいろ

学ぶスペースということで言えば複数の

スペースというのは基準として設ける必

要があるのではないかというふうに思う

んです。面積基準さえ整っていれば１つ

のスペースの中でいいですよということ

になると、保育の環境という点では不十

分ではないかと思うんですけど、その点

の基準を設けるお考えはないのか、改善

の余地はないのか聞かせていただきたい

と思います。

　それから附則にありますが、連携施設

と食事の提供で５年間の経過措置が設け

られています。施行から５年間の間は食

事提供しなくていいよ、もしくは調理施

設を設けなくてもいいよ、連携施設、食

事の提供とか日常的な保育の相談である

とか、それから３歳以降の保育を受け入

れるための連携施設を設けなくてもいい

よというような特例措置だと思うんです。

これは移行時期で経過措置とも言えるん

ですけども、しかし連携施設の位置づけ

であったり食事の提供というのは非常に
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保育の中で重要な位置を占めているもの

で、５年間のこの経過措置の間はどう補

完するのかということが、市は問われる

んだと思うんですね。ここに書いてある

から市の認定基準では何も書いてない、

５年間は何もしなくても構わへんよとい

うことで仮に事業者がそういうふうに思っ

て主張されたときに、いやそれでも何ら

かの努力をしてくださいということで指

導するべきだと思うんです。その点はど

うなのか。経過措置の間の穴のあいた時

期についてもやっぱりよりよいものをと

いうことで求めていく、もしくはあっせ

んをするとかいうようなことも必要になっ

てくると思うんですけど、その辺の考え

方についてお聞かせをいただきたいと思

います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

求めます。

　小林参事。

○小林次世代育成部参事　安藤委員のご

質問にご答弁させていただきます。

　まず初めに、小規模保育事業のＢ型の

保育士の２分の１の配置基準でございま

す。この２分の１の配置基準については

国基準どおりとさせていただいておりま

す。子ども・子育て会議の中でも、他市

では３分の２であったり４分の３といっ

た声も聞こえてきますということもござ

いましたけれども、この制度の目的であ

ります多様な事業参入を受けて待機児童

解消を図るという一つの目的もございま

すので、ここの部分については半数は保

育士とさせていただいております。

　それと居宅訪問型事業の１対１の部分

の職員配置でございますけれども、保育

士資格を有していない方も行かれること

もあろうかと思います。ただ障害をお持

ちの方については第４１条で連携する障

害児入所施設等を確保しなければならな

いといった項目も設けております。

　小規模保育事業等に従事する職員に対

しましての研修でございますけれども、

国のほうが今示してる部分では、例えば

全ての家庭的保育者については講義を２

１時間、実習を２日間以上するといった

基礎研修に加えて認定研修として保育士

以外の者については、例えば看護師、幼

稚園教諭、家庭的保育の経験者が１年以

上の方であれば、さらに講義等を４０時

間、保育実習４８時間の合計８８時間を

行っていただく。また家庭的保育経験の

ない方、家庭的保育の経験が１年未満の

経験の方については講義等は４０時間、

保育実習が４８時間と保育実習を２０日

間行っていただくというような研修が示

されております。こちらのほうの条例の

中にも書いておりますけれども、市長が

定める研修を受けていただくことになり

ますので市といたしましてもこういった

国が定める研修等を参考に、市として受

けていただく研修を明記し体制の整備を

図っていければなと考えておるところで

ございます。

　それと小規模保育の給食の件でござい

ますけれども、外部からの搬入、連携施

設からの搬入がオーケー、同じ法人から

でもオーケーということで安全性の保障

という点でございましたけれども、給食

の実施については自園調理が原則となっ

ております。現在市のほうで認可外保育

所６か所、病院内保育であったり事業所

内保育も含めてございますけれども、そ

ういったところに対して摂津市の認可外

保育施設指導監督要綱に基づきまして指

導監督をさせていただいております。現

地に出向きまして調理の状態であったり

施設の確保等も含めてチェックをさせて

いただいております。改善すべきところ

については改善をしていただくというこ
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とで立入検査等も行っておりますので、

給食の提供に関しましても細かく決める

中で市として認可をするに当たっての判

断基準とさせていただくように考えてお

ります。

　あわせて保育スペースの問題でござい

ますけれども、当然市のほうとして指導

監督をさせていただくんですけれども、

条例上の中でも第４条では市長の責務と

して家庭的保育事業者等の設備及び運営

を向上させるように勧告することができ

る、また市長は基準を常に向上させるよ

うにするとなっておりますし、第５条に

おいても家庭的保育事業者等は常にその

設備及び運営の水準を向上させなければ

ならないということまた運営の水準を低

下させてはならないといったことも盛り

込んでおりますので、先ほどの給食設備

また面積基準等につきましても、こちら

のほうできっちり守っていただく市とし

ても言うべきことは言っていくというよ

うな条文となっております。

　経過措置に関しましてもあくまでも経

過措置でございますので、先ほどの第４

条、第５条でありましたように市として

も監督をしていきますし、現場の事業者

としても質の向上を図るための水準を保っ

ていただかなければならない低下させて

もらっては困る、こういったことを含め

ますのであくまでも経過措置ではござい

ますけれども市といたしましては本来や

るべきところをきっちりやっていただく

ということをお願いしたいと考えており

ます。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　資格の要件や配置の基準

についてですけども、保育士資格がなく

ても市長が定める研修４８時間なりを受

けてもらうというようなご説明ではあり

ました。しかし保育士資格があるかない

かという点においては、国家資格であり

ます、専門性の問題からいっても私は大

事な資格ですし研修を受けたから大丈夫

だとはとても言えないと思います。だか

らこそ家庭的保育でもＣ型でも最低１人

は保育士を配置しましょうということに

なっていると思うんです。

　Ｂ型とＡ型の違いを見てみると保育士

の資格の規定だけなんです。Ａ型は全て

保育士でないとだめですよ。その他、面

積基準とかはほとんどＢ型と変わりませ

ん。Ｂ型は２分の１というだけであって

同じ保育料のもとで片や半分だけ保育士

さん、片や全員が保育士さんおのずと希

望する側からしてみるとやっぱり基準の

高いほうに、安全を考えたらそちらのほ

うに希望されるんではないかなと思うん

です。あえてそういった基準を低くして

いるという目的は参事もおっしゃったよ

うに、幅広く参入業者を集めたいという

ことしかないわけですよ、Ｂ型とＡ型と

いう点ではです。しかしＢ型とＡ型では

公定価格がＡ型のほうが当然いいわけで

すから事業者にとってみてもあそこは全

員保育士さんで安心の、小規模だけども

保育してくれるんだよなというふうに地

域からも認知されて、公定価格も高くて

経営上も安定していくような中身のほう

が結果的にはプラス面だと思うんです。

あえてこういう低い基準のものを摂津市

が認定して基準にするということは、そ

れでもいいですよ的な基準になってしま

います。今現状稼働されてる認可外保育

所がどういった保育所があるのか全ては

把握はされていませんが、そんなに大き

な問題があるような保育施設はないと思

います。しかし現に先ほどご紹介したよ

うに全国各地で起きている認可外保育所

であったり、要は営利企業によってベビー

ホテル的なものをこういった小規模保育
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として認可を求めてこられたときに、果

たして本当に子どもの安全のためにとい

うことで頑張ってくれるのかどうかとい

うのは非常に疑問であります。基準がこ

こにあるんだからこの基準をクリアして

いれば特に問題はないだろうというよう

な立場の事業者もひょっとして今後出て

こないとも限らないわけで、認定基準を

設定していく上ではそういった立場に立っ

て設定する必要があるということを申し

上げておきたいと思います。

　それからこのように基準を設けられま

したけれども、この事業計画を進めてい

く上で認可は摂津市が行うわけです。ニー

ズ調査も行われていますから市町村によっ

て地域によって事情が異なってくると思

うんです。保育所が足りてるところであ

えて保育所を認可していくのか。幼稚園

が少ないところで幼稚園をもっと誘致し

なきゃいけないんだとか。非常に子ども

の数が減って認可保育所の定員がどんど

ん減ってきて、これは通常の２０名を割っ

てしまった場合は小規模保育として改め

てそっちに誘導してＡ型で頑張ってくだ

さいというふうにやる。その地域ごとに

よって事業計画や設定量も変わってくる

と思うんですが、この小規模保育でこう

いうような基準を設けますけども、例え

ばＢ型とかＣ型で来られたところに対し

て、Ａ型というものに基本的には移行し

てほしいというような要請をして、保育

士資格を取得するための市としての誘導

であったり援助を行うとかというような

立場に立って、基準としては残るけれど

も市はこういう方針で小規模保育につい

て考えてるんだと、だからおたくさんは

こういうふうな申請だけでももうちょっ

と頑張ってもらったらＡ型でもっと充実

した保育で、地域からも信頼されますよ

というような指導をするような余地がこ

の基準設定とか認可の中でできるのかど

うか。今現在どのようにお考えなのか、

その点をぜひお聞きしたいというふうに

思います。

　いろいろスペースの問題であるとか連

携施設の問題それから食事の提供の問題

もあります。具体的に基準として設けら

れてしまえば最低基準さえ設けていれば

とにかくたくさん事業展開していくんだ

というようなところであれば、我々の願

うところとは違う方向に事業展開をされ

る可能性もあります。現状では摂津市内

の保育施設にしても就学前教育施設にし

ても就学前教育の手引きであるとか、い

ろいろな懇談会などで協働の立場に立っ

ておられるかと思いますが、今後新しい

制度をつくられていく中で新しい事業者

の参入ということについてもよくよく注

意を払っていかなければいけない。その

ための大事な基準ということですので、

きちんとした、全て国基準ではなくて今

回は上乗せ基準もありますけども、不足

している部分や危険な部分についてどう

あるべきかということを、ぜひ充実を図

らなければいけないというふうに思いま

すが、その点ももう一回だけ聞かせてく

ださい。

　そして、万一事故が起きたときについ

ては認可責任というのは問われてくると

思います。事故の分析調査、改善の方向

について市の関与がしっかりと図られる

のか、事故が起きたときに警察任せにし

ないできっちり教育委員会の中で、もし

くは第三者機関の中で調査・分析をする

というような位置づけも考える必要があ

ると思うんですけども、その点のお考え

もあわせて聞いておきます。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　地域型保育事

業のＡ型、Ｂ型については委員がおっしゃ
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るように職員の配置、資格のところでＡ

型は保育士、Ｂ型については２分の１が

保育士というところでの基準となってお

ります。この事業主からの例えば申し出

によりましてＢ型で事業を開始したいと

おっしゃるところに対して、うちとして

Ａ型でないと認可できませんというよう

な強制力というのはないのかなと思いま

すけれども、市として保育士をそろえる

Ａ型での検討をお願いするといったこと

は可能なのかなと思います。ただＢ型に

いたしましても保育所の配置基準に合わ

せてプラス１名の配置をするということ

で手厚く職員の配置も行われております

ので、その辺できっちり保育が行われる

ものと考えております。

　あと国のほうでもやはりＡ型とＢ型、

この制度導入当初は多様な事業参入とい

うことでＡ型とＢ型という形で分けてお

られますけれども、Ｂ型で開始した事業

所が段階的にではありますけれどもＡ型

のほうに移行していただくように公定価

格の設定をするということも国のほうで

は示されておりますので、将来的にはＡ

型に吸収されるという方向も考えられる

のかなと思います。

　あと市としての認可の責務でございま

すけれども、例えば事故が起きたときと

か何かあったときにこれは起きてしまっ

たときではなしに起きないように日ごろ

からの体制を整えていくことが大事だと

思います。そういう意味では先ほど申し

ました、こういった地域型保育事業への

立入検査というんですか、認可のときの

基準のきめ細やかな設定も含めて決めて

いかなあきませんし、私どもも認可した

から任せっきり地域型保育給付費のお金

を渡しっ放しではなしに、日ごろから連

携をとりながら情報も集めたり保護者の

方の声も聞いたりしながらこの事業を展

開していっていただく必要があるのかな

と考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　最後にしたいと思います

が、事故が起きたりお子さんの命が失わ

れるような事故というのは絶対に避けな

ければならない。これは同じ思いである

と思います。そういう意味で基準という

のは非常に大事であって、私はこれでは

まだもう一踏ん張り、もう二踏ん張りし

てほしいなという思いを持っていること

は意見として申し上げておきたいと思い

ます。

　それから仮に事故が起きたときについ

てです。もちろん事故を起こさないよう

に事前にチェックをしていくというのも

大事だと思いますけども、原発の事故で

もそうでしたけども起きないという立場

に立ったら起きたときの対応がとれない

ということだと、保育の事故と原発の事

故を一緒にするというのはいかんかもし

れませんけど、しかし万一起きたときに

もきっちりと対応がとれる、危機管理と

よく言われますけども、そういったこと

も小規模な保育所だからこそきちんと市

が指導をして体制をとるような基準を設

けないと、少人数でお子さんをみるわけ

ですから同じいろんな記録をして市に報

告をしなければ事務量というのも恐らく

認可保育所とほぼ同じぐらいの事務量が

ありますけども、それを本当にわずかな

１人、２人ぐらいの方々でやっていかな

ければいけない、実務的にも非常に多く

の実務をこなしながらといったときに緊

急時にどんな対応がとれるのか、もし万

一が起きたときの体制はどうなのかとい

うことまできちんと指導をするなり、市

長が求めるところによる基準の向上の中

にもありますけれども、それの中で生か

せられるようにすべきだということは意
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見として申し上げて、質問を終わりたい

と思います。

○嶋野浩一朗委員長　ほかはございます

か。

　東委員。

○東久美子委員　それでは基準の向上の

ところですが、摂津市子ども・子育て会

議が２回あったということで私も傍聴に

行きましたが、皆さんいろいろな立場で

活発な意見が出ていたと思います。それ

を反映されて、きょういただいた表の摂

津独自基準が設けられたかなと思ってお

ります。その中でお伺いしたいのは、職

員資格のところで家庭的保育事業のとこ

ろは研修を修了した保育士ですね。Ａ型

は保育士、Ｂ型も保育士、Ｃ型は研修を

修了した保育士ですよね。この研修を修

了した保育士と、保育士だけの方の違い

について説明いただけますか。お願いい

たします。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　家庭的保育事

業並びにＣ型の保育士につきましては、

市長が行う研修を修了した保育士という

ことになっておりますので、保育士であ

れば家庭的保育者の基礎研修を受けてい

ただくことになろうかと思います。

　小規模保育のＢ型の方の保育士につい

ては特にこの時点では研修を受けていた

だくといったことについては規定はして

おりません。ただ事業に当たられる中で、

市としてそういった小規模保育とか家庭

的保育、居宅訪問型事業に携わられる方

の基礎研修、認定研修というのはありま

すけれども、全体として市全体の集合研

修等とかに参加していただくことは想定

するべきであろうし実施していかなけれ

ばならないと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　お伺いしたのは茨木市

も既にホームページに家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準案を出され

ていて、そこのところは本当にわかりや

すなと。誰が見るかというと保護者の方

とかがごらんになるわけですよね。茨木

市は独自基準には独自基準というふうに

明示されているんです。そこのところで

Ｃ型のところは、摂津市の場合は市長の

ということだったんですが、独自基準の

ところでは保育士資格の保育者を配置す

ることにより安全な保育の提供の体制を

確立するって書いてあるだけなんですね。

だから保育士自体に修了した保育士、保

育士というふうな区分がないので、本当

わかりやすいなというふうに思ったので

質問させていただきました。今の質問で、

私が質問したその違いについては了解い

たしました。

　続いてなんですが１６ページの居宅訪

問型保育連携施設のところでお伺いいた

します。

　ここのところは、あらかじめ連携する

障害者入所施設その他の市長の指定する

施設を適切に確保しなければならないと

されていますが、私の中で思い浮かばな

いところがあるんです。摂津市内にこう

いうふうな該当する施設が複数あるので

しょうか。よろしくお願いします。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　連携施設でご

ざいますけれども、障害児入所施設とい

うのが摂津市内だけではなしに他市にも

ございますので、そういったところも含

めての連携施設の確保になろうかと思い

ます。本市だけではございませんので、

よろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　お聞きした理由なんで

すけれども、保護者はどのように変わる

かということについては非常に関心を寄
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せられておられるので、こういうふうな

ホームページをお調べになったりとか、

情報量がある意味とっても多いかもしれ

ません。その中で茨木市の場合なんです

けども、茨木市だけで申しわけないんで

すが、家庭的保育者は保育士、保健師、

看護師等のいずれかの資格の保有者にさ

れているんですね。これは安藤委員もご

質問されたことと重なりがあるかもしれ

ませんが、茨木市の基準の独自基準の理

由が本当にすっきりしてるんですね。ど

ういうふうに書いてあるかというと、い

ずれかの資格保有者を配置することで障

害・疾病等を抱える児童に対しても適切

な保育を行うものとすると書いてあるん

です。これが前提でと思うんですが、こ

このところがあるからと思うんですが、

ここの市は適切に確保しなければいけな

いところは摂津と一緒なんですが、ただ

し書きがあるんですね。ただし連携施設

の確保が著しく困難であると市長が認め

る地域において、居宅型保育事業を行う

事業者についてはこの限りでないという

ふうに書かれてありますので、今のご説

明で摂津市内だけではないですよと、他

市との連携ももちろんありますというこ

とだったんですが、こちらのほうのどち

らの基準がよいということではなく、設

けなくてもいいと、繰り返しになります

が前提が看護師とかそういう方が障害の

ある子どもたちにかかわってあるという

ことが前提かもしれませんがと思いまし

たのでお聞きしたんですが、これはかな

り施設の確保というのは難しいことでは

ないんですね。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　茨木市のほう

で家庭的保育事業等に当たられる方の資

格を保育士、看護師、保健師等々を決め

られている点でございますけれども、私

どものほうも保育士は資格者として位置

づけておりますけれども、あとの方につ

いては看護師、保健師といった具体的な

名前は挙げさせていただいておりません。

保育士と同等以上の知識及び経験を有す

ると市長が認める者とさせていただいて

おりますのはそういった資格の名称の方

以外にも子どもを保育するに値する資格

がある場合もございますし、長年資格は

ないですけれども保育所等で実務に当たっ

てられた方々が保育士と同等以上の知識

及び経験を有する場合もございますので、

そういったところも含めてあえて固有名

詞で限定してるわけではございません。

　茨木市の例えば連携施設の確保をしな

いこともできるという規定については、

例えば山間部等を抱えてられますのでそ

ういったところを想定されてその文言を

残されているのかなと考えております。

私どものほうは平地のこういった狭い面

積の市でございますので、そこの文言に

ついては削除させていただいております。

以上です。

○嶋野浩一朗委員長　東委員。

○東久美子委員　摂津市は摂津市の地域

の実情がございますし、それをもとにお

考えになっているというふうに受けとめ

ます。

　それで私はこの子育ての会議とそれか

ら検討部会もありましたよね。検討部会

も出てたんですがなかなか難しいしと思

うんですが、今後の課題としてこういう

子育ての会議のときには実際に子育て世

代の男性も入ることが、難しいと思うん

ですけれども、今企業とか子育て支援の

制度とかいろいろ入ってると思うんです

ね。その中で育休ですか、育児時間とか

そういうのをとれるところがある方とか

いらっしゃるかもしれない。そうすると、

参加していただけるかもしれない。摂津
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市は今、防災は女性専門会議ですよね、

女性ばっかりの会議があるんですが、そ

れと同等とは思っておりませんが、でき

れば子育てをしてる層の方のご意見も聞

けるように、そこのところの今後検討い

ただきたいことと、それからこれも本当

に繰り返しになるんですけど、摂津もっ

たいないなといつも思うんですが、会議

の中であの会議を通して委員の方がおっ

しゃったので２つ印象的なことがあった

んです。

　１つは会議がもう初めから結論が出て

るじゃないですかと。だからこの会議で

意見を言っても生かされないんじゃない

ですかというふうなことをおっしゃった

方がいたんですが、今回は全部というわ

けではないですが生かされてるなと思っ

たんですね。それともう１つ、専門的に

大学のほうにお勤めの方だったと思うん

ですけど、専門的に研究されてる方かな

と、これは私が勝手に思ってるだけです

がその方の発言に摂津の保育とか子育て

の取り組みはすごく進んでるものがある

とか、すごくいいものがあるとかしっか

りとおっしゃったんですが、それがやっ

ぱり情報として出てないんですね。先ほ

ども私のほうも最初にお伝えしたように、

他市の資料とかホームページを見ると目

で見てぱっと理解できるような表示の仕

方なんですね。だからその辺の発信のほ

うも工夫してくださったら、保護者の方

が安心して新しい事業に一緒にかかわっ

てくださる中で進めていけるかなと思い

ますので、その点よろしくお願いいたし

ます。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　済みません。１点だ

けこの職員配置基準の家庭的保育事業に

関して、子育て会議も出ておりましたの

で保育士の基準を摂津市独自で書かれて

るのを反対するわけではないんですけれ

ども、家庭的保育事業をもともと行おう

というふうに決めたこの国の方向性とい

うのは、今現状といたしましては働く世

帯を応援する。地域の方々にもご協力い

ただきたいと、そしてまた保育士自体が

今不足している中で、できましたら小さ

な規模でも子どもを預かっていただける

ようなところを工夫してつくっていこう

という制度だと思うんですね。そう考え

たときに、保育士という一つの縛りをこ

この家庭的保育の中の事業に入れてしま

うと非常にやっぱりハードルが高くなっ

てしまって、安全面から考えるとそれは

保育士という安心感というのはあると思

うんですけど、実際に５人規模の保育事

業をされるという中では研修という形を

とって、大阪府から研修をしてその研修

を受けた者に対しては認可しようみたい

な動きがある中でこれをしてしまうと、

保育士がいなければすぐ近くの地域で５

名ぐらいの預かってくれるところがなか

なかできないという現状がやっぱりある

と思うんです。全国的にみても保育士が

足りないというのは目に見えてわかって

る状況の中で、この摂津市が実際にこの

家庭的保育事業をやろうというところが

出てくるのかなというのが、私は一つ疑

問だったんです。それに関して議論がな

されたのかどうか、このあたりをお聞か

せいただきたいなというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　家庭的保育事

業につきましては１名から５名以下とい

うことで、今現在保育ママ制度というの

が他市ではやられておりますけれども、

それが子ども・子育て支援新制度によっ

て家庭的保育事業として位置づけられて

取り組んでいくところでございます。子

ども・子育て会議の中では事業自体の実
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施については特に不必要というようなご

議論はなかったんですけれども、やはり

やっていく中で量の拡大を図るのはいい

けれどもやはりそこは質を確保しなけれ

ばならないといったところで、家庭的保

育者を複数配置にするといったことと、

それとやはり子どもを預かりますので、

やっぱり専門的な知識を有して資格試験

にも通られた保育士の配置というのはや

はり最低必要ではないかといった議論が

ございました。そういったところでこの

事業全てにわたりますけれども、やはり

保育士という専門知識を有された方を配

置して事業展開するべきことが市として

も認可をするべき基準ともなりますし地

域型保育給付費を支払う根拠にもなるの

かなと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子副委員長　子育て会議の中

でそういうふうな方向性で決められたと

いうことですので、特に反対するもので

はないんですけれども、ただ保育をして

いただく家庭、私も子育てをしてきまし

たのでできるだけ近いところで預けられ

るというところから見ると非常に小規模

であっても預ける場所があるというのは

大変便利な仕組みだと思ってたんです。

やはり保育園という小規模であっても６

名以上１９名になればそれだけの場所を

確保しないといけない。そういう場所を

確保できるところに保育所に連れていか

ないといけないという観点から見ると、

小規模がいいとか大規模がいいとかそう

いう観点じゃなくて、保護者の側からす

るとすぐに例えばご近所で預かってくれ

るところがあればすぐに預けてもらえる

ような利便性というのがあるので、そう

いったところがたくさんできると非常に

ありがたいかなという観点から見ると、

それをつくっていくのに１つは保育士と

いう免許が非常にハードルが高いものに

なるんじゃないかんという気がしたので

お伺いさせていただいたんですけれども、

安全面から考えると保育士がいるほうが

保護者が預ける精神的な面からも安心感

はあると思いますので、反対するわけじゃ

ないんですけれども、この制度として片

方から見るとそういう観点もあるという

ことをお伝えしたいなと思いまして、ご

意見させていただきました。以上です。

○嶋野浩一朗委員長　以上で、質疑を終

わります。

　暫時休憩いたします。

（午後３時１４分　休憩）

（午後３時１６分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　討論なしと認め、

採決いたします。

　議案第４７号所管分につきまして、可

決することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第６０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
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（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後３時１７分　閉会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長嶋　野　浩一朗

　文教常任委員安　藤　　　薫
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